
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ごあいさつ 

 

 

次代を担うこどもたちは、社会の希望や光であり、未来へ

の活力となります。すべてのこどもたちが個人として尊重さ

れ、笑顔で健やかに成長し、子育て家庭が安心して子育てで

きる社会の実現がすべての町民の願いでもあります。 

国では、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会

全体で後押しするため、令和５年４月に新たな行政組織としてこども家庭庁を設立、

同日に「こども基本法」が施行されました。また、同年１２月に策定されました「こ

ども大綱」により、次代の社会を担う全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的

に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指し、市町村こ

ども計画を策定するよう位置づけられました。 

本町では、『第２期寄居町子ども・子育てスマイルプラン』の計画期間が終了するこ

とに伴い、今までのスマイルプランの次世代育成支援対策行動計画及び子ども・子育

て支援事業計画を踏まえ、こども大綱に基づくこども計画、対象者をこどもから若者

まで幅を広げた子ども・若者計画、さらに、子どもの貧困対策に関する計画を含めた

総合的かつ複合的なこども施策の計画として、「こども・若者を育み 子育て安心 笑

顔あふれる 寄居町」を基本理念とし、『第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラ

ン』を新たに策定いたしました。本計画を確実に展開、推進してまいりますので、町

民の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、ご審議やご意見をいただきました寄居町子ども・

子育て会議の委員の皆様をはじめ、こども・若者に対するヒアリング調査にご協力い

ただきました皆様、町議会議員の皆様及びアンケート調査等にご協力をいただきまし

た町民の皆様に心より感謝申し上げます。 
 

令和７年３月  
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

国では、少子化対策の強化の一環として、次代を担うこどもが健やかに生まれ、か

つ、育成される環境を社会全体で整備する時限法（令和６年改正で令和１７年３月３

１日まで延長）として、次世代育成支援対策推進法が平成１７年４月１日に施行され、

国・自治体・事業主が次世代育成支援に係る目標を定めた行動計画を策定することと

しています。また、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進めるため、子ども・子育て関連３法（「子ども・子育て支援法（以下、「法」と

いう。）」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の

一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」）に基づく「子ども・子育て

支援制度」がつくられ、平成２７年４月から開始されました。市町村では、国の基本

指針に即して、５年を１期とする、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めること

としています。また、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため、

こども家庭庁が新たに設置され、包括的な基本法として、「こども基本法」が令和４年

６月に成立、令和５年４月より施行されました。このような背景のもと、埼玉県では、

こども・若者の権利や子育ち・子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め「埼玉県こども・若者基本条例」が令和６年１０月に施行されました。 

本町では、これまで次世代育成支援対策推進法に定める行動計画及び子ども・子育

て支援法に定める事業計画の２つの計画をあわせもつ、寄居町子ども・子育てスマイ

ルプラン、第１期計画（平成２７年度～令和元年度）、第２期計画（令和２年度～令和

６年度）を策定し、各種事業を展開してきました。今回の第３期計画（令和７年度～

令和１１年度）では、寄居町次世代育成支援対策行動計画及び寄居町子ども・子育て

支援事業計画に、こども計画、子ども・若者計画、子どもの貧困対策計画等も含めた、

こども施策に関する総合的な計画として、「第３期寄居町子ども・子育てスマイルプ

ラン」を策定することとしました。
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２ 計画の性格・位置づけ 

本計画は、次世代育成支援対策推進法第８条第１項の次世代育成支援対策行動計画

とともに、法第６１条第１項の市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するもので

あり、中長期的な視点に基づく計画推進の理念や目標を設定し、それに基づく次世代

育成支援のための各種施策を明示するとともに、子ども・子育て支援事業の取り組み

を示すものです。 

本計画の策定にあたり、上位計画となる第６次寄居町総合振興計画基本構想・後期

基本計画を踏まえるとともに、令和３年３月に策定した第２期寄居町地域福祉計画・

地域福祉活動計画（成年後見制度利用促進基本計画を含む）、令和６年３月に策定し

た寄居町障害者計画・第７期寄居町障害福祉計画・第３期寄居町障害児福祉計画、そ

の他関連する計画との整合を図り、策定することとしました。 

 

法令 計画 策定方針（大綱含む） 

こども基本法 第１０条 自治体こども計画 こども大綱 

子ども・若者育成支援推進法 

第９条 

都道府県（市町村）子ども・若者

計画 

子供・若者育成支援推進大綱 

（こども大綱に一元化） 

子どもの貧困対策の推進に関

する法律 第９条 

都道府県（市町村）計画 子供の貧困対策に関する大綱 

（こども大綱に一元化） 

－ － 
少子化社会対策大綱 

（こども大綱に一元化） 

次世代育成支援対策推進法 

第８条、第９条 

都道府県（市町村）行動計画 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定

指針 

子ども・子育て支援法 

第６１条、第６２条 

都道府県子ども・子育て支援事業

支援計画、市町村子ども・子育て

支援事業計画 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供

体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地

域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支

援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指

針（平成２６年内閣府告示第１５９号） 

母子及び父子並びに寡婦福祉

法 第１２条 

自立促進計画 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための

措置に関する基本的な方針 

成育過程にある者及びその保

護者並びに妊産婦に対し必要

な成育医療等を切れ目なく提

供するための施策の総合的な

推進に関する法律 第１７条 

母子保健を含む成育医療等に関

する計画 

成育医療等基本方針に基づく計画策定指針 

成育医療等基本方針に基づく評価指標 

－ 
都道府県社会的養育推進計画 都道府県社会的養育推進計画の策定要領（「都道府

県社会的養育推進計画」の策定についての別添） 

－ 新子育て安心プラン実施計画 新子育て安心プラン 

             資料：「自治体こども計画策定のためのガイドライン（令和６年５月）」 
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３ 計画の期間 

本計画は、令和７年度から令和１１年度までの５か年を設定し、最終年度に改定を

予定します。 

「こども家庭センター」は令和７年４月から運営開始しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

寄居町総合振興計画 

寄
居
町
子
ど
も
子
育
て
ス
マ
イ
ル
プ
ラ
ン 

こども基本法に基づくこども計画 

次世代育成支援対策推進法に基づ

く行動計画 

子ども・子育て支援法に基づく子

ども・子育て支援事業計画 

子ども・若者育成支援推進法に基

づく子ども・若者計画 

子どもの貧困対策の推進に関する

法律に基づく計画 

寄
居
町
障
害
者
計
画
・ 

障
害
福
祉
計
画
・
障
害
児
福
祉
計
画 

寄
居
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

寄居町地域福祉計画 

施策連携 

その他関連計画 

施策連携 

令和６
(2024)

令和７
(2025)

令和８
(2026)

令和９
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

子ども・子育てスマイルプラン

障害者計画・障害福祉計画
　・障害児福祉計画

高齢者保健福祉計画

　　　　　　　　　年度
　計画名

寄居町総合振興計画

寄居町地域福祉計画

基本構想（2017～2026）

後期基本計画（2022～2026）

第２期（2021～2025）

第３期子ども・子育てスマイルプラン

障害者計画・第７期障害福祉福画・

第３期障害児福祉計画

高齢者保健福祉計画

第２期

（次期）

（次期）

(次期）

（次期）

（次期）
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４ 計画の策定体制 

 

（１）ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたり、教育・保育・子育て支援に関する利用状況や今後の利

用意向等を把握することを目的に、アンケート形式の調査を行いました。 

 

（２）こども・若者の意見聴取の実施 

本計画の策定にあたり、こども・若者の多様な意見聴取をするため、小学校・

中学校・高校・青少年相談員協議会・二十歳式運営委員会の場を通じて、ヒアリ

ング（テーマ：うまくいっていること・こまっていること、こうなったらいいな

と思うこと）を行いました。 

 

（３）庁内検討委員会 

本計画の策定にあたり、庁内の関係課で組織した寄居町子ども・子育てスマイ

ルプラン策定庁内検討委員会において、本計画策定に関し必要な審議等を行いま

した。 

 

（４）子ども・子育て会議 

寄居町子ども・子育て会議は、法第７２条第１項の規定に基づき、平成２６年

に設置しています。 

当該会議の委員は、こどもの保護者、子ども・子育て支援に関する事業の従事

者、子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者等で構成しています。 

本計画を策定するにあたり、子ども・子育て会議を開催し、法第６１条第７項

の規定に基づき、現行計画の進捗状況の評価を行うとともに、当該委員から意見

を聴きました。 

 

（５）パブリックコメントの実施 

本計画の策定にあたり、町民の皆様の多様な意見等を計画に反映させるため、

パブリックコメント手続きを実施しました。 
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第２章 町の概況と施策の現状 

１ 町の概況 

（１）人口・世帯 

本町の人口は、緩やかな減少傾向が続いており、令和２年には３万３,１４１人で

したが、令和６年には３万２，０４１人となっています。 

世帯数は、緩やかな増加傾向にあり、令和２年には 1 万４,６４１世帯でしたが、

令和６年には１万５，０２２世帯となっています。 

１世帯あたりの人数は、令和２年の２．２６人から令和６年の２．１３人と減少し

ています。 

 

■人口・世帯数・１世帯あたり人数の推移          単位：人、世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口・世帯数・１世帯あたり人数の推移            単位：人、世帯 

 人口 世帯 

年次 男（人） 女（人） 合計（人） 
世帯数 

（世帯） 

１世帯あたり

の人数（人） 

令和２年 16,493 16,648 33,141 14,641 2.26 

令和３年 16,309 16,446 32,755 14,684 2.23 

令和４年 16,166 16,296 32,462 14,833 2.19 

令和５年 16,012 16,094 32,106 14,906 2.15 

令和６年 15,963 16,078 32,041 15,022 2.13 

資料：住民基本台帳・世帯人口統計表（各年４月 1日） 

  

（人、世帯）

33,141 32,755 32,462 32,106 32,041

14,641 14,684 14,833 14,906 15,022

2.26 2.23 2.19 2.15 2.13

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

人口（人） 世帯数 1世帯あたりの人数（人）
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（２）少子化と将来人口の展望 

本町の人口は、第６次寄居町総合振興計画によると、居住地としての魅力づくりの

ための多様な視点からの施策・事業の展開による政策効果を加味し、平成２７年から

１０年後の令和７年は、約３．０万人の人口を維持し、以降の人口減少や少子高齢化

の進行を緩やかにすることを目標としています。後期基本計画では、上記の将来人口

と国勢調査の直近値を踏まえて、人口規模を３．０～３．４万人程度と想定したまち

づくりを展開していきます。 

 

■政策効果を加味した目標人口（寄居町人口ビジョン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■こどもの人口推計                      単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コーホート変化率法による 

3,549 3,463 3,352 3,277 3,167

929 915 880 877
865

1,240
1,166 1,137

1,071
998
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12,000

14,000
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1,000

1,500

2,000

令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年

18歳未満合計 ０～５歳合計 ６～11歳合計
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（３）人口動態の状況 

近年の人口動態については、出生者数を死亡者数が上回る自然動態減が続いており、

転入者数を転出者数が上回る社会動態減とあわせて人口の減少が続いています。出生

数については、令和５年は１４９人で前年より１９人増となっています。 

婚姻件数は令和元年より減少傾向で、令和４年には９３件と前年より１４件増とな

りましたが、令和５年は７８件と前年より減少しました。合計特殊出生率はおおむね

維持している状態で、令和５年は１．０７となっています。 

 

資料：埼玉県統計年鑑（表 3-5） 

 

■寄居町乳幼児死亡数等・婚姻離婚件数・合計特殊出生率  単位：人 

年次 
乳児 
死亡数 

新生児 
死亡数 

死産・ 
中絶数 

周産期 
死亡件数 

婚姻件数 離婚件数 
合計特殊 
出生率 

平成30年 1 1 7 3 99 56 1.11 

令和元年 0 0 6 0 111 55 1.05 

令和２年 0 0 5 1 99 45 1.38 

令和３年 0 0 5 0 79 47 0.91 

令和４年 1 0 1 1 93 48 1.11 

令和５年 － － 3 － 78 49 1.07 

資料：埼玉県人口動態総覧（表 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■寄居町人口動態      単位：人 

年次 出生者数 死亡者数 自然動態 転入者数 転出者数 社会動態 人口動態 

平成30年 206 429 △223 1,139 1,301 △162 △385 

令和元年 178 468 △290 1,175 1,251 △76 △366 

令和２年 160 443 △283 1,212 1,278 △66 △349 

令和３年 187 401 △214 1,238 1,320 △82 △296 

令和４年 130 460 △330 1,243 1,234 9 △321 

令和５年 149 486 △337 1,293 1,154 139 △193 

1.11
1.05

1.38

0.91

1.11 1.07

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

合計特殊出⽣率
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（４）ひとり親世帯の状況 

令和２年の国勢調査による世帯の状況をみると、母子世帯の比率が１．３％、父子

世帯の比率が０．２％で、ともに県平均をわずかに上回る水準となっています。また、

６歳未満や１８歳未満の子どものいる母子世帯、父子世帯も若干多い状況です。 

ほかの世帯員がいる母子世帯は３２．２％で県平均の２７．０％を上回る水準とな

っており、母親の父母と同居するケースが多い傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■世帯の状況 単位：世帯

一般世帯数

一般世帯総数 3,157,627 229,600 7.3% 549,999 17.4% 105,717 3.3%

32,130 5,134 16.0% 28,434 88.5% - -
1.0% 2.2% 5.2% -

母子世帯
（ほかの世帯員が
いる世帯を含む）

44,808 8,018 17.9% 39,870 89.0% 12,097 27.0%

4,459 339 7.6% 3,681 82.6% - -
0.1% 0.1% 9.2% -

父子世帯
（ほかの世帯員が
いる世帯を含む）

8,011 889 11.1% 3,090 38.6%

一般世帯総数 13,239 722 5.5% 1,848 14.0% 702 5.3%

175 33 18.9% 163 93.1% - -
1.3% 4.6% 8.8% -

母子世帯
（ほかの世帯員が
いる世帯を含む）

261 55 21.1% 245 84 32.2%

21 2 9.5% 16 76.2% - -
0.2% 0.3% 0.9% -

父子世帯
（ほかの世帯員が
いる世帯を含む）

52 8 15.4% 46 88.5% 30 57.7%

父子世帯

資料：令和２年国勢調査

３世帯世帯
18歳未満世帯員の
いる一般世帯数

６歳未満世帯員の
いる一般世帯数

埼
玉
県

寄
居
町

母子世帯

父子世帯

母子世帯
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２ 寄居町子ども・子育て支援に関するアンケート調査 

（１）調査の目的 

第３期寄居町子ども・子育てスマイルプランを策定するにあたり、教育・保育・

子育て支援に関する利用状況や今後の利用希望等を把握することを目的に実施しま

した。 

 

 

（２）調査の設計及び回収結果 

〔調査の設計〕 

調査期間：令和６年３月４日（月）～令和６年３月１９日（火）まで 

調査種類 抽出方法 調査方法 

就学前児童保護者 
・町内在住の就学前児童を住民基本台帳

より抽出 
・郵送配布・郵送回収 

就学児童保護者 ・小学校に対象者を依頼 ・小学生児童保護者、

中学生、中学生保護

者は学校にて回収 

・16～20 歳の方は、

郵送配布・郵送回収 

中学生～20 歳本人 
・中学校に対象者を依頼 

・16～20 歳の方は住民基本台帳より抽出 

中学生保護者 ・中学校に対象者を依頼 

 

〔回収結果〕 

調査種類 配布数 回収数 回収率 

就学前児童保護者 600 票 283 票 47.2％ 

就学児童保護者 600 票 481 票 80.2％ 

中学生～20 歳本人 400 票 179 票 44.8％ 

中学生保護者 150 票 96 票 64.0％ 

合計 1,750 票 1,039 票 59.4％ 

 

 

（３）調査結果の主なポイント 

〔子育て中の親の状況について〕 

○相談相手や相談できる場所については、就学前児童保護者、就学児童保護者とも

９割以上「いる/ある」と回答している一方、１割弱が「いない/ない」となって

います。相談相手や相談できる場所については、「祖父母等の親族」、「友人や知

人」に次いで、就学前児童保護者では「保育所」、就学児童では「小学校」が多く

なっています。 
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〔子育て支援ニーズについて〕 

○母親の就労希望については、就学前児童保護者では、フルタイムへの転換希望は

「実現できる見込みがある」（９．３％）、「実現できる見込みはない」（２２．２％）

となっており、定期的な教育・保育の事業を８割以上が利用しています。平日に

定期的に教育・保育事業を利用されている理由としては「子育てをしている方が

現在就労している」が最も多く、次いで「子どもの教育や発達のため」と続いて

います。平日の教育・保育の事業として定期的に利用したい事業としては、「認可

保育所」が最も多く、次いで「幼稚園」、「幼稚園の預かり保育」と続いています。 

〇就学前児童保護者では、放課後過ごさせたい場所については、小学校低学年（１

～３年生）の時期は「放課後児童クラブ（学童保育）」が、高学年（４～６年生）

の時期は「自宅」がそれぞれ最も多くなっています。 

〔子育てに関する悩みについて〕 

○就学前児童保護者では、「病気や発達・発育に関すること」、「食事や栄養に関する

こと」がともに３割以上で最も多く、就学児童保護者と中学生保護者では「子ど

もの学業のこと」、「子どもの友達づきあいのこと」、「子どもと過ごす時間が十分

にない」がともに上位を占めています。 

〔職場の両立支援について〕 

○母親の現在の就労状況は、就学前児童保護者・就学児童保護者とも、「パート・ア

ルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」がともに最も多

くなっています。また、育児休業の取得状況は、就学前児童保護者では、母親で

取得した（取得中である）が４９．８％、父親で取得した（取得中である）が１

２．４％となっています。 

〔生活全般について〕 

○現在の暮らしの状況は、就学前児童保護者、就学児童保護者、中学生～２０歳本

人、中学生保護者とも「ふつう」が最も多い一方、「苦しい」は就学前児童保護者

で２７．２％、就学児童保護者で２７．４％、中学生～２０歳本人で３．９％、

中学生保護者で３０．２％となっています。 

〔こどもの権利・児童虐待について〕 

○“こども基本法”の認知度については、就学前児童保護者・就学児童保護者では

「聞いたことがない・知らない」がともに４割以上と最も多く、中学生～２０歳

本人では「名前だけ聞いたことがある」が４０．８％と最も多く、中学生保護者

では「聞いたことがない・知らない」が４０．６％で最も多くなっています。 

  



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン   第２章 町の概況と施策の現状 

11 
 

○“子どもの権利条約”の認知度については、就学前児童保護者・中学生保護者で

は「名前だけ聞いたことがある」がともに４割以上、中学生～２０歳本人では「名

前だけ聞いたことがある」が３４．６％で最も多くなっています。一方、就学児

童保護者では「聞いたことがない・知らない」が３９．１％と最も多くなってい

ます。 

〔居場所について〕 

○こどもたちの健やかな成長を促すために町で必要な取り組みとしては、就学児童

保護者の場合、「子ども連れでも、出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」

が６０．３％で最も多くなっています。また、平日の夕方に過ごす場所として希

望する場所は、中学生～２０歳本人の場合、「のんびりできる場所」（４５．８％）、

「勉強ができる場所」（３８．５％）、「友達と集まっておしゃべりできる場所」

（３２．４％）の順となっています。 

〔将来のこと（結婚、子育て、少子化対策）について〕 

○少子化対策として必要だと思う支援としては、就学前児童保護者では「子育て世

帯への手当・補助金の拡充」が７８．４％で最も多く、就学児童保護者では「教

育費の負担軽減」が７３．６％で最も多くなっています。中学生～２０歳本人で

は「妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充」、「子育て世帯への手当・補助金の

拡充」がともに６割以上で多く、中学生保護者では「教育費の負担軽減」が最も

多くなっています。 

〇町が取り組む青少年や若者の政策に望むことについては、就学前児童保護者・就

学児童保護者とも、「経済的な困難を抱えている家庭の支援」、「いじめや虐待な

どの悩みを相談できる相談の充実」、「多様な授業を取り入れた学校教育の充実」

が上位を占めています。中学生～２０歳本人では「いじめや虐待などの悩みを相

談できる相談の充実」（４４．１％）、「経済的な困難を抱えている家庭の支援」

（４０．２％）、「就職に向けた相談やサポート体制の充実」（３１．３％）、中学

生保護者では「多様な授業を取り入れた学校教育の充実」（５０．０％）が最も多

くなっています。 

〇結婚に対してもっているイメージについて、中学生～２０歳本人の場合、「好き

な人と一緒にいられて幸せそう」（５９．２％）が最も多く、次いで「家事や子育

てが大変そう」（５０．８％）と続いています。 

〇子育てにもっているイメージについて、中学生～２０歳本人の場合、「お金がか

かりそう」（６１．５％）が最も多く、次いで「幸せそう」（５４．２％）、「楽し

いことが増えそう」（５３．１％）と続いています。 

 

  



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン   第２章 町の概況と施策の現状 

12 
 

■子育て中の親の状況について 

問 子育てをする上での相談相手や相談できる場所の有無 

就学前児童保護者             就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

問 （上記でいる/ある方）気軽に相談できる先 

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.2%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80%100%

いる／ある

いない／ない

86.6%

73.2%

7.7%

15.3%

3.8%

39.5%

11.1%

0.0%

9.6%

3.1%

1.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%100%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て援拠点、児童館等）・NPO

保健所・保健センター

保育所

幼稚園

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

町の子育て支援課

その他

無回答

91.3%

8.5%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80%100%

いる／ある

いない／ない

無回答

79.3%

77.2%

6.6%

5.7%

1.1%

20.7%

0.0%

6.4%

5.0%

5.9%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て援拠点、児童館等）・NPO

保健所・保健センター

小学校

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

町の子育て支援課

その他

無回答
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■子育て支援ニーズについて 

問 母親の就労希望  

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 「定期的な教育・保育の事業」の利用  

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

問 平日に定期的に教育・保育の事業を利用されている理由  

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.3%

22.2%

60.2%

2.8%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80%

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい

無回答

83.0%

16.6%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80%100%

利用している

利用していない

無回答

64.3%

83.4%

3.4%

0.0%

2.6%

0.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%100%

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方が就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方が病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

無回答
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問 平日の教育・保育の事業として定期的に利用したい事業  

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 小学校の放課後（平日）過ごさせたい場所 

就学前児童保護者 

小学校低学年（１～３年生）       高学年（４～６年生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.9%

7.4%

23.2%

3.2%

58.9%

0.0%

4.2%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

62.1%

9.5%

26.3%

6.3%

36.8%

1.1%

10.5%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

32.2%

22.6%

66.1%

13.4%

13.8%

3.9%

1.8%

7.8%

0.4%

4.9%

9.2%

1.4%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80%100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園（教育（1号）認定による通常の教育時間の利用）

認定こども園（保育（２号・3号）認定による通常の保育時間の利用）

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
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■子育てに関する悩みについて 

問 子育てに関して、日頃悩んでいること、気になること 

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.6%

33.6%

7.8%

13.8%

20.1%

3.9%

18.7%

15.5%

14.1%

2.8%

4.9%

5.7%

3.2%

6.4%

23.7%

22.6%

15.9%

19.1%

4.9%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%

病気や発達・発育に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからない

子どもとの接し方に自信が持てない

子どもと過ごす時間が十分にない

話し相手や相談相手がいない

仕事や自分のやりたいことができない

子どもの学業のこと

子どもの友達づきあい

不登校などの問題について

子育てに配偶者などの協力がない

配偶者などと育児方針が合わない

近隣の方などの目が気になる

育児を手伝ってくれる人がいない

子どもを叱りすぎていると思う

子育てのストレス

町の支援体制がよくわからない

特にない

その他

無回答
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就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3%

23.3%

2.7%

9.4%

26.0%

2.5%

13.7%

31.6%

27.0%

4.2%

5.6%

4.6%

2.3%

4.4%

19.5%

10.6%

9.1%

23.5%

3.3%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40%

病気や発達・発育に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからない

子どもとの接し方に自信が持てない

子どもと過ごす時間が十分にない

話し相手や相談相手がいない

仕事や自分のやりたいことができない

子どもの学業のこと

子どもの友達づきあい

不登校などの問題について

子育てに配偶者などの協力がない

配偶者などと育児方針が合わない

近隣の方などの目が気になる

育児を手伝ってくれる人がいない

子どもを叱りすぎていると思う

子育てのストレス

町の支援体制がよくわからない

特にない

その他

無回答
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中学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.7%

14.6%

3.1%

11.5%

17.7%

2.1%

10.4%

35.4%

20.8%

10.4%

5.2%

7.3%

1.0%

1.0%

11.5%

6.3%

5.2%

20.8%

4.2%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40%

病気や発達・発育に関すること

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからない

子どもとの接し方に自信が持てない

子どもと過ごす時間が十分にない

話し相手や相談相手がいない

仕事や自分のやりたいことができない

子どもの学業のこと

子どもの友達づきあい

不登校などの問題について

子育てに配偶者などの協力がない

配偶者などと育児方針が合わない

近隣の方などの目が気になる

育児を手伝ってくれる人がいない

子どもを叱りすぎていると思う

子育てのストレス

町の支援体制がよくわからない

特にない

その他

無回答
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■職場の両立支援について 

問 母親の現在の就労状況 

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 育児休業の取得について  

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.4%

49.8%

7.1%

0.7%

1.1%

12.4%

78.8%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80%100%

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答
母親

父親

30.7%

9.9%

33.9%

4.2%

17.0%

0.7%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40%

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

40.7%

1.2%

42.6%

0.8%

10.0%

0.8%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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■生活全般について（困窮等）について 

問 現在の暮らしの状況 

就学前児童保護者             就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生～２０歳本人            中学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 過去１年間に、お金が足りなくて家族が必要とする食料が買えなかった経験 

就学前児童保護者             就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

中学生保護者    

 

 

 

 

 

 

  

1.1%

6.0%

60.1%

27.2%

4.6%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

大変ゆとりがある

ゆとりがある

ふつう

苦しい

大変苦しい

無回答

1.0%

5.6%

58.0%

27.4%

5.8%

2.1%

0% 20% 40% 60%

大変ゆとりがある

ゆとりがある

ふつう

苦しい

大変苦しい

無回答

1.8%

7.4%

6.7%

83.4%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%100%

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

2.1%

7.5%

9.8%

79.2%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

14.5%

26.8%

54.2%

3.9%

0.6%

0% 20% 40% 60%

大変ゆとりがある

ゆとりがある

ふつう

苦しい

大変苦しい

0.0%

9.4%

54.2%

30.2%

6.3%

0% 20% 40% 60%

大変ゆとりがある

ゆとりがある

ふつう

苦しい

大変苦しい

3.1%

4.2%

4.2%

87.5%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80%100%

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン   第２章 町の概況と施策の現状 

20 
 

問 過去１年間に、お金が足りなくて家族が必要とする衣服が買えなかった経験 

就学前児童保護者             就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

中学生保護者    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5%

9.2%

6.4%

81.3%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%100%

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

2.3%

10.4%

9.1%

76.5%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80%

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

1.0%

6.3%

9.4%

79.2%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80%

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン   第２章 町の概況と施策の現状 

21 
 

■こどもの権利について 

問 こども基本法と子どもの権利条約の周知度について 

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生～２０歳本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生～２０歳保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.8%

2.1%

12.0%

15.5%

41.7%

42.4%

43.8%

39.2%

0.7%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①こども基本法

②子どもの権利条約

内容をくわしく

知っている

内容について

少し知っている

名前だけ聞いた

ことがある

聞いたことがない

・知らない

無回答

1.5%

2.9%

19.5%

21.8%

35.1%

34.5%

42.6%

39.1%

1.2%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①こども基本法

②子どもの権利条約

内容をくわしく

知っている

内容について

少し知っている

名前だけ聞いた

ことがある

聞いたことがない

・知らない

無回答

8.4%

14.5%

19.0%

26.3%

40.8%

34.6%

31.3%

22.9%

0.6%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①こども基本法

②子どもの権利条約

内容をくわしく

知っている

内容について

少し知っている

名前だけ聞いた

ことがある

聞いたことがない

・知らない

無回答

2.1%

3.1%

21.9%

21.9%

35.4%

42.7%

40.6%

31.3%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①こども基本法

②子どもの権利条約

内容をくわしく

知っている

内容について

少し知っている

名前だけ聞いた

ことがある

聞いたことがない

・知らない

無回答
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■こども・若者の居場所について 

問 子どもたちの健やかな成長を促すために、町で必要な取り組みについて 

就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 平日（月曜から金曜）の夕方に過ごす場所として、希望する場所 

中学生～２０歳本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.2%

60.3%

12.9%

44.5%

13.3%

31.8%

13.3%

8.5%

9.8%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80%

児童館など、親子が安心して集まることができる身近な場、イベントの機会がほしい

子ども連れでも、出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい

子育てに困ったときに相談したり、情報が得られる場をつくってほしい

放課後児童クラブ（学童保育）にかかる費用負担を軽減してほしい

専業主婦など、誰でも気軽に利用できる保育サービスがほしい

安心して子どもが医療機関にかかることができる体制を整備してほしい

残業の短縮など、企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

子育てについて学ぶことができる機会をつくってほしい

その他

無回答

38.5%

8.9%

31.3%

45.8%

14.0%

21.2%

26.3%

8.9%

4.5%

32.4%

8.9%

2.8%

2.2%

0% 20% 40% 60%

勉強ができる場所

本が読める場所

運動ができる場所

のんびりできる場所

音楽の練習ができる場所

ゲームができる場所

インターネットができる場所

自分と同じくらいの年齢の人と交流できる場所

自分と違う年齢の人と交流できる場所

友達と集まっておしゃべりできる場所

特にない

その他

無回答
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■将来のこと（結婚、子育て、少子化対策）について 

問 少子化対策として必要だと思う支援について 

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

70.0%

21.6%

64.7%

52.7%

78.4%

66.8%

71.7%

60.1%

38.5%

15.2%

33.9%

0.4%

5.7%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

賃金の増加や安定して働ける雇用環境づくり

結婚する時の経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

教育費の負担軽減

子育てしやすい働き方の導入促進

男性の家事・子育てへの参加促進

出会いの機会づくり

多様な保育サービスの拡充

特に必要ない

その他

無回答

70.5%

13.9%

52.8%

41.6%

69.2%

56.3%

73.6%

49.5%

29.5%

14.1%

33.3%

0.2%

4.2%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80%

賃金の増加や安定して働ける雇用環境づくり

結婚する時の経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

教育費の負担軽減

子育てしやすい働き方の導入促進

男性の家事・子育てへの参加促進

出会いの機会づくり

多様な保育サービスの拡充

特に必要ない

その他

無回答
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中学生～２０歳本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55.3%

46.9%

62.0%

31.8%

61.5%

52.0%

58.1%

51.4%

43.6%

24.0%

33.0%

7.8%

1.7%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

賃金の増加や安定して働ける雇用環境づくり

結婚する時の経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

教育費の負担軽減

子育てしやすい働き方の導入促進

男性の家事・子育てへの参加促進

出会いの機会づくり

多様な保育サービスの拡充

特に必要ない

その他

無回答

70.8%

21.9%

49.0%

35.4%

67.7%

52.1%

74.0%

46.9%

25.0%

13.5%

30.2%

0.0%

5.2%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80%

賃金の増加や安定して働ける雇用環境づくり

結婚する時の経済的負担の軽減

妊娠・出産にかかる手当・補助金の拡充

不妊治療への経済的負担の軽減

子育て世帯への手当・補助金の拡充

幼稚園や保育所にかかる費用の負担軽減

教育費の負担軽減

子育てしやすい働き方の導入促進

男性の家事・子育てへの参加促進

出会いの機会づくり

多様な保育サービスの拡充

特に必要ない

その他

無回答
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問 町が取り組む青少年や若者の政策に望むことについて 

就学前児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3%

21.6%

29.0%

15.9%

42.4%

47.0%

47.0%

27.6%

31.4%

14.1%

31.4%

32.5%

6.4%

1.1%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80%

若者が意見を発表できる機会の提供

地域活動を通した青少年育成支援

若者中心の自主的な活動支援

青少年活動のリーダーとなる人の養成

経済的な困難を抱えている家庭の支援

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口の充実

多様な授業を取り入れた学校教育の充実

非行や犯罪被害防止対策の充実

就職に向けた相談やサポート体制の充実

婚活イベントなどの出会いの場の提供

ヤングケアラーの支援

ニートやひきこもりに関する相談や支援の充実

特にない

その他

無回答

35.3%

24.7%

27.0%

16.4%

36.6%

49.3%

46.4%

28.5%

33.7%

11.4%

33.9%

32.0%

6.9%

3.1%

2.1%

0% 20% 40% 60%

若者が意見を発表できる機会の提供

地域活動を通した青少年育成支援

若者中心の自主的な活動支援

青少年活動のリーダーとなる人の養成

経済的な困難を抱えている家庭の支援

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口の充実

多様な授業を取り入れた学校教育の充実

非行や犯罪被害防止対策の充実

就職に向けた相談やサポート体制の充実

婚活イベントなどの出会いの場の提供

ヤングケアラーの支援

ニートやひきこもりに関する相談や支援の充実

特にない

その他

無回答
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中学生～２０歳本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.7%

15.1%

24.0%

10.6%

40.2%

44.1%

27.9%

27.9%

31.3%

10.6%

30.2%

29.1%

21.2%

0.6%

0.6%

0% 20% 40% 60%

若者が意見を発表できる機会の提供

地域活動を通した青少年育成支援

若者中心の自主的な活動支援

青少年活動のリーダーとなる人の養成

経済的な困難を抱えている家庭の支援

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口の充実

多様な授業を取り入れた学校教育の充実

非行や犯罪被害防止対策の充実

就職に向けた相談やサポート体制の充実

婚活イベントなどの出会いの場の提供

ヤングケアラーの支援

ニートやひきこもりに関する相談や支援の充実

特にない

その他

無回答

33.3%

15.6%

31.3%

12.5%

32.3%

43.8%

50.0%

22.9%

39.6%

12.5%

27.1%

38.5%

6.3%

1.0%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80%

若者が意見を発表できる機会の提供

地域活動を通した青少年育成支援

若者中心の自主的な活動支援

青少年活動のリーダーとなる人の養成

経済的な困難を抱えている家庭の支援

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口の充実

多様な授業を取り入れた学校教育の充実

非行や犯罪被害防止対策の充実

就職に向けた相談やサポート体制の充実

婚活イベントなどの出会いの場の提供

ヤングケアラーの支援

ニートやひきこもりに関する相談や支援の充実

特にない

その他

無回答
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問 結婚に対してもっているイメージについて 

中学生～２０歳本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 子育てに対してもっているイメージについて 

中学生～２０歳本人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.2%

5.6%

21.2%

29.1%

50.8%

39.1%

31.3%

35.2%

21.2%

10.6%

1.7%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80%

好きな人と一緒にいられて幸せそう

お金に余裕が出来そう

将来が安定しそう

親や親せきが喜びそう

家事や子育てが大変そう

お金がかかりそう

自分の時間が減りそう

仕事との両立が大変そう

面倒そう、疲れそう

特にない・わからない

その他

無回答

54.2%

53.1%

29.6%

34.6%

61.5%

39.7%

50.8%

26.8%

8.9%

0.0%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80%

幸せそう

楽しいことが増えそう

生活が充実しそう

自分も成長できそう

お金がかかりそう

自分の時間が減りそう

仕事との両立が大変そう

面倒そう・疲れそう

特にない・わからない

その他

無回答
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３ 寄居町こども・若者に対するヒアリング調査 

（１）調査の目的 

こども基本計画を含む第３期子ども・子育てスマイルプランを策定するにあたり、

こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させるため、こども・若者の意見の施策反

映に向けたガイドラインに基づき、実施しました。 

 

 

（２）調査の設計 

子育て支援課職員が、学校等へ訪問し、「みんなで考える 未来の寄居町」をテーマ

に意見交換を行ったり、生徒の質問を受けて回答する機会を設けました。意見交換の

場では、「うまくいっていること」、「困っていること」、「こうなったらいいなと思うこ

と」をヒアリングしました。また、未来の寄居町に期待することの意見をいただきま

した。 

 

日時 ヒアリング先 備考 

７月 １日 鉢形小学校 小学５・６年生 

７月１０日 男衾小学校 小学６年生 

７月１７日 寄居中学校 中学２・３年生 

７月１９日 寄居城北高校 高校３年生 

７月２２日 青少年相談員協議会 ２０代～３０代 

８月 ４日 二十歳式運営委員会 １０代～２０代 

１０月３１日 男衾中学校 中学３年生 

 

 

（３）調査結果 

意見交換では個別の意見を整理し、主な内容として集約しました。また、未来の

寄居町に期待することとしていただいた意見も掲載します。 

 

項目 主な内容（集約） 

うまくいっている 

こと 

〇自然がある、環境保全 

〇買い物の利便性 

〇交通の便（路線数）    

〇食べ物が豊富（種類、うまい） 

〇祭り 

〇荒川、キャンプの客が多い  

〇町の子育て施策 

〇公共の場（広さ、道路整備等）  

〇事件・事故が少ない 

〇学校・学習環境・体験活動 等 



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン   第２章 町の概況と施策の現状 

29 
 

 

項目 主な内容（集約） 

困っていること 

〇人の集まる場が少ない   

〇移動時間がかかる 

〇交通の便（バスの本数）  

〇ゴミのポイ捨て 

〇お店の衰退（閉店、本屋、駅前の店）  

〇こどもが少ない、こどもの参加が少ない 

〇道路整備（狭い）  

〇福祉のまちづくり 

〇近所付き合い  

〇学校（給食、タブレット） 

〇公共施設・生活基盤  

〇学童が少ない 

〇費用負担（保育無償化、学費が大変、奨学金等） 

〇こどもの遊び場 

こうなったらいいな 

と思うこと 

〇自然を生かした公園等   

〇行事・イベントを増やす、盛り上げる 

〇学校を残す 

〇観光地を作る・地域の特産の周知 

〇お祭りや行事の継承 

〇買い物の場・飲食店を作る・商業施設 

〇場づくり（遊びの場・楽しめる場・集いの場・娯楽施設） 

〇公共施設等の整備・利便性向上  

〇道路の整備 

〇物価上昇を抑える        

〇子育てしやすいまち（保育料無償化、町独自給付金の支給

等） 

〇少子化対策の充実 

〇移動手段の確保・利便性向上 

〇環境対策（ごみ箱の設置・廃品回収） 

〇廃墟（空き家）の活用 

〇市街地活性化・にぎわいの創出  

〇安全なまちづくりの推進 

未来の寄居町に期待 

すること 

〇こどもからお年寄りまで楽しめる公園をつくる 

〇町の街灯を増やす 

〇季節ごとのイベントのものを町中にかざる 
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４ 次世代育成支援対策行動計画の事業評価 

次世代育成支援対策行動計画（計画期間：令和２年度～令和６年度）の基本目標で

ある「みんなが子育てに参加するまち」、「安心して出産・育児ができるまち」、「健や

かに子どもが育つまち」、「子どもの居場所・遊び場が整ったまち」の２１の基本施策

のもとに位置づけられた１１６の個別事業（１事業で複数課の対応を含むため、重複

もカウントすると１４７事業）の実施状況について担当課による評価を行いました。 
事業の取り組み状況では、９割以上の事業が「順調」に取り組んでおり、子育て環

境は向上しつつあります。事業の取り組み状況を３つの段階（順調、やや遅れている、

遅れている）で評価したところ、１４２の事業が「順調」、２つの事業が「やや遅れて

いる」、３つの事業が「遅れている」という評価となっています。 
 

■事業評価結果（令和５年度終了時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り組み状況 事業数 事 業 名 

順 調 １４２ 

子育て相談・指導の充実/保育所の活用/地域における子

育て支援のネットワーク化/ファミリー・サポート・セン

ター事業（会員相互の援助組織）/子育て支援員の養成 

他１３７事業 

やや遅れている ２ 医療的ケア児に対する支援/子ども大学よりいの開催 

遅 れ て い る ３ 
第三者評価制度の導入の検討/居宅訪問型児童発達支援

/ふるさとの味の伝承 
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５ 子ども・子育て支援事業の状況 

（１）親子のふれあいを深める機会の充実 

〇絵本支給事業（町） 

親子のふれあいの機会を増やし、こどもの豊かな情操を育むことを目的に、出生

時及び３歳児健康診査時に、絵本を１冊支給しています。 

 

（２）親子が気軽に相談、交流できる場の提供 

〇子育て支援センター事業（町） 

子育て支援センターでは、未就学児とその保護者を対象に、子育て家庭の育児に

ついての相談、子育てサークル等への支援及び保育に関する情報提供等を実施し、

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、子育て家庭に対する育児支援を行

っています。 

 

■寄居・男衾子育て支援センター事業参加者数     単位：人 

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

児 童 753 1,318 2,846 4,796 

保護者 636 1,165 2,580 4,458 

合 計 1,389 2,483 5,426 9,254 

※人数は延数                            資料：子育て支援課 

 

（３）経済的支援の推進 

〇こども医療費支給事業（県・町） 

児童の健康増進と子育て世帯の経済的負担の軽減などを目的とした制度です。受

給する方が医療機関などで支払った医療費等の一部を助成しています。 

令和４年１０月から県内の協定医療機関で受診したときは、窓口払いをしないで

診療・調剤を受けられるようになっています。また、令和６年４月から町内の協定

接骨院等での療養費も同様に受けられるようになっています。 

 

■こども医療費支給額               単位：千円/件 

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

支給額 76,224 85,085 88,142 102,389 

資料：子育て支援課 
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〇ひとり親家庭等医療費支給事業（県・町） 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉を増進する

ことを目的とした制度です。受給する方が医療機関などで支払った医療費等の一部

を助成しています。 

 

■ひとり親家庭等医療費支給額           単位：千円/件 

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

支給額 7,087 4,969 5,801 16,523 

 ※令和５年１月～ひとり親家庭等の児童はこども医療費から移行 

資料：子育て支援課 

 

〇児童手当支給事業（国・県・町） 

児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を

担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とした制度です。児童を養

育されている方を対象に、支給しています。令和６年１０月から制度が改正され、

受給する方の所得制限撤廃・支給対象年齢高校生世代拡充・第３子以降の支給額増

額・支払い回数年６回に拡充されました。 

 

■令和５年度分支給対象児童     単位：千円/人 

区分 支給額 

３歳未満 6,075 

３歳以上～小学校修了前 18,745 

中学校修了前 6,220 

特例給付（０歳～中学校３年生） 215 

合 計 31,255 

令和６年２月支給状況（施設入所児童含む）資料：子育て支援課 

 

〇子育て支援交付金支給事業（町） 

生まれたこどもの保護者に、子育て家庭の経済的支援とこどもの誕生への町から

の祝意として、チャイルドシートの購入などに役立ててもらえるよう、子育て支援

交付金を支給しています。令和６年４月からは、第１・２子は３０,０００円分、

第３子以降は５０,０００円分の電子地域通貨を支給しています。 

 

■子育て支援交付金支給額        単位：千円/件 

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

支給額 5,610 4,270 4,350 5,190 

資料：子育て支援課 
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６ 「こどもまんなか社会」の実現に向けた課題 

（１）少子化社会対策 

少子化の背景には、経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立

の難しさ、家事・子育ての負担が依然として女性に偏っている状況、健康上の理由な

ど、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合って

いることが指摘されています。その上で、少子化を喫緊の課題であることを社会全体

で認識する必要があるとされています。一方で、少子化対策は、「こどもまんなか」の

考えのもとで、これから生まれてくるこどもや今を生きているこどもとともに、結婚

や子育てをする若い世代を真ん中に据えていくことが求められています。 

 

 

（２）子ども・若者育成支援 

令和３年４月に子ども・若者育成支援推進本部で決定された子供・若者育成支援推

進大綱では、まず、社会全体の状況としては、こどもの自殺などの生命・安全の危機、

孤独・孤立の顕在化、低いウェルビーイング、格差拡大への懸念、ＳＤＧｓの推進、

多様性と包摂性ある社会の形成、リアルな体験とＤＸの両面展開、成年年齢の引下げ

等への円滑な対応などが指摘されています。また、こども・若者が過ごす場ごとの状

況として、世帯構造、児童虐待、ひきこもり、家族観の変化といった家庭をめぐる課

題や、生徒指導上の課題の深刻化や教職員の多忙化・不足といった学校をめぐる課題、

つながりの希薄化といった地域社会をめぐる課題、インターネット利用の拡大といっ

た情報通信環境をめぐる課題、ニートなどの就業をめぐる課題が指摘されています。 

 

 

（３）こどもの貧困対策 

令和元年１１月に閣議決定された子供の貧困対策の推進に関する大綱に係るこど

も基本法施行前に内閣府の有識者会議で取りまとめられた報告書において、今なお支

援を必要とするこどもや家族が多く存在し、その状況は依然として厳しいこと、特に、

教育と福祉の連携促進やこども施策と若者施策の融合、貧困の状態にあるこどもや家

庭に支援を届ける上での民間団体を含む幅広い主体間の連携体制について改善を求

める声が多く更なる施策の充実が必要であるとされています。 
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（４）子ども・子育て支援 

子ども・子育て支援新制度による主な成果としては、安定財源の確保、幼児教育・

保育施設の公平な財政支援の実現、幼児教育・保育の無償化、待機児童対策の進展が

あげられます。一方、課題としては人口減少・こどもの数の減少が進む中での地域に

おける保育の提供の在り方、保育の質の向上に向けた取り組みの強化、医療的ケア児

や障害児、家庭環境に特別な配慮が必要な家庭のこどもなど、保育の現場で多様化す

るニーズへの対応があげられます。 

本町においても、子ども・子育て新制度への的確な対応を進め、保育ニーズの充実、

保育所待機児童ゼロの維持と保育の質の向上、子育て支援の一層の充実を図る必要が

あります。多様化する保育ニーズに応えるため、延長保育、一時保育の充実を図ると

ともに、土曜保育や病児・病後児保育などの推進を図り、女性の活躍等を後押しする

支援を積極的に実施していく必要があります。また、教育・保育、子ども・子育て支

援の量的拡充及び質の向上を図るための措置を講ずるとともに、これに必要な安定し

た財源の確保に努め、今後さらに、女性の就労等による社会進出が増える中で、低年

齢児教育・保育サービスが安定的に提供できる体制の充実を図る必要があります。 
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第３章 基本方針 

１ 基本理念 

本町では、これまで「子育ち 親育ち 地域育ち 子育てつなぐ寄居町」という基

本理念のもと、子ども・子育て支援法第６１条に基づく、子ども・子育て支援事業計

画を「寄居町子ども・子育てスマイルプラン」と名付けて、各種施策を進めてきまし

た。 

本計画においては、次世代育成支援対策行動計画及び子ども・子育て支援事業計画

に加えて、こども計画、子ども・若者計画、子どもの貧困対策計画等も含めた、こど

も施策に関する、総合的な計画を目指します。国のこども大綱が目指す「こどもまん

なか社会」の実現に向けて、「こども・若者を育み 子育て安心 笑顔あふれる 寄

居町」を基本理念と定めます。 

 

 

 

 

 

 

「子育ち」 

すべての子どもがその誕生を喜ばれ、人と人との関わりを通して豊かな人間性

を形成し、「主体性」を持った存在として、たくましく成長していけるように応援

します。 

 

「親育ち」 

子どもを生み育てる親が、子どもとの生活に喜びと安らぎを感じながら互いに

希望を語り合い、子育てを通して親も育っていく環境づくりを応援します。 

 

「地域育ち」 

地域が、人々の交流を通して、子育ての楽しさと大変さを分かち合い、協力し

合える環境となっていくことを応援します。 

  

＜基本理念＞ 

こども・若者を育み 子育て安心 笑顔あふれる 寄居町 

（参考）こども基本法におけるこども施策の基本理念 

１ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障される

とともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。 

２ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、

愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られる

ことその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神

にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

３ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係

する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する

機会が確保されること。 

４ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重

され、その最善の利益が優先して考慮されること。 

５ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が

第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し

十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭

と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成さ

れるようにすること。 

６ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備す

ること。 



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン               第３章 基本方針 

36 
 

２ 基本目標 

基本理念を実現するため、５つの基本目標を掲げ、各種の施策・事業を展開してい

くこととします。 

（１）全てのこども・若者が健やかに育つまち【基本目標１】 

全てのこども・若者に対して、特定の年齢で途切れることなく、自分らしく社会

生活を送ることができるようになるまでの支援が求められています。このような状

況を踏まえ、全てのこども・若者が健やかに育つまちを目指します。 

（２）安心して結婚・出産・子育てができるまち【基本目標２】 

将来にわたる生活の基盤を確保し、若い世代が将来に希望を持って生きられる社

会をつくることは、少子化の対策や貧困の解消・貧困の連鎖の防止のための鍵にな

ります。多様な価値観・考え方を尊重することを大前提に、若い世代が、自らの主

体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの

希望に応じて社会全体で支えていくことが求められています。このような状況を踏

まえ、ライフステージを通じて、安心して結婚・出産・子育てができるまちを目指

します。 

（３）子育て家庭が笑顔で育児ができるまち【基本目標３】 

子育ては乳幼児期だけでなく、こどもの誕生前から乳幼児期、学童期、思春期、

青年期を経て、おとなまで続くものとの認識のもと、ライフステージを通じて、社

会全体で子育て家庭を支えていくことが必要です。また、経済的な不安や孤立感を

抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、健康でゆとりをもってこどもと

向き合えるような環境が求められています。このような状況を踏まえ、子育て家庭

が笑顔で育児ができるまちを目指します。 

（４）「こどもまんなか」やさしさあふれるまち【基本目標４】 

全てのこども・若者が、自立した個人として等しく健やかに成長することができ、

心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、等しくその権利の擁護が図られ、

身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活

を送ることができる社会が求められています。このような状況を踏まえ、「こども

まんなか」やさしさあふれるまちを目指します。 

（５）楽しくみんなで成長できる教育・保育を実現するまち（子ども・子育て支援事

業計画）【基本目標５】 

子ども・子育て支援制度に基づき、ニーズに対応した教育・保育サービス等の提

供と子ども・子育て支援の充実等、量の拡充と質の向上が求められています。この

ような状況を踏まえ、楽しくみんなで成長できる教育・保育を実現するまちを目指

します。 
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３ 施策の体系 

 

 

基本目標 基本施策（施策の柱） 

１ 全てのこども・若者が健やかに 
育つまち 

（１）こども・若者が権利の主体であることの 

社会全体での共有等 

（２）多様な遊びや体験、活動できる機会づくり 

（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医 

療の提供 

（４）こどもの貧困対策 

（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援 

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

及びヤングケアラーへの支援 

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などから 

こども・若者を守る取り組み 

２ 安心して結婚・出産・子育てが 
できるまち 

（１）こどもの誕生前から幼児期までの取り組み 

（２）学童期・思春期への取り組み 

（３）青年期への取り組み 

３ 子育て家庭が笑顔で育児が 
できるまち 

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

（２）保育サービスの質の向上 

（３）相談・情報提供の充実 

（４）共働き・共育ての推進 

（５）ひとり親家庭等への支援 

４ 「こどもまんなか」やさしさ 
あふれるまち 

（１）子育てを支援する生活環境の整備 

（２）子育て支援のネットワークづくり 

（３）計画推進・進行管理体制の整備 

（４）関係機関相互の連携促進 

５ 楽しくみんなで成長できる 
教育・保育を実現するまち 

（子ども・子育て支援事業計画） 

（１）教育・保育提供地域の設定 

（２）量の見込みと質の確保 

（３）成果目標 

（４）教育・保育等の円滑な利用及び質の向上 

の取り組み 
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第４章 施策の展開 

【基本目標１】 全てのこども・若者が健やかに育つまち 

 

 

 

  

基本施策（施策の柱） 施策 

（１）こども・若者が権利の主体で 
あることの社会全体での共有等 

① こども基本法の周知、こどもの教育・養育
の場におけるこどもの権利に関する理解
促進等 

② こどもの人権に関する意識の向上 

（２）多様な遊びや体験、活動できる 
機会づくり 

① 遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・
定着 

② こどもまんなかまちづくり 
③ こども・若者が活躍できる機会づくり 
④ こども・若者の可能性を広げていくための

ジェンダーギャップの解消 
⑤ 各種ボランティア体験機会の充実 
⑥ 命の大切さを体験する機会の充実 
⑦ 地域を知り、愛する体験学習の充実 
⑧ 海外体験学習の推進 
⑨ 身近な遊び場の整備 
⑩ こどもの居場所等の確保 

（３）こどもや若者への切れ目のない 
保健・医療の提供 

① プレコンセプションケアを含む成育医療
等に関する研究や相談支援等 

② 慢性疾患・難病を抱えるこども・若者への 
支援 

③ 育児相談・支援体制の充実 
④ 乳幼児健康診査の充実 
⑤ 小児医療体制の充実促進 
⑥ 予防接種の勧奨 
⑦ 母子保健分野での予防対策 

（４）こどもの貧困対策 
① 教育の支援、生活の安定に資するための支

援、保護者の就労支援、経済的支援 

（５）障害児支援・医療的ケア児等への 
支援 

① 地域における支援体制の強化、インクルー
ジョンの推進 等 

② 障害児支援の充実 
③ 障害児受け入れ態勢の強化 
④ 障害児の保育、特別支援教育の充実 
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基本施策（施策の柱） 施策 

（６）児童虐待防止対策と社会的養
護の推進及びヤングケアラー
への支援 

① 児童虐待防止対策等の更なる強化 
② 社会的養護を必要とするこども・若者に対

する支援 
③ ヤングケアラーへの支援 
④ 児童虐待の早期発見・対応 
⑤ 訪問指導の強化 
⑥ 地域ぐるみの児童虐待撲滅活動 
⑦ 児童虐待の防止 

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪
などからこども・若者を守る取
り組み 

① こども・若者の自殺対策 
② こどもが安全に安心してインターネット

を利用できる環境整備 
③ こども・若者の性犯罪・性暴力対策 
④ 犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環

境整備 
⑤ 非行防止と自立支援 
⑥ 防犯灯の設置等による整備 
⑦ こどもを守る活動の強化 
⑧ 道路環境の整備 
⑨ 交通安全教育の推進 
⑩ チャイルドシートの設置促進 
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基本施策（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 

こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を

保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図ります。 

 

［施策］ 

① こども基本法の周知、こどもの教育・養育の場におけるこどもの権利に関する理

解促進等 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

広報活動の推進 

○町広報誌や町公式ホームページへの掲

載、ＳＮＳによる発信のほか、小・中学

校を通じて、こども基本法やこどもの

権利に関する理解を促進します。 

○春と秋のこどもまんなか月間において

児童福祉週間・家族の日・児童虐待防止

等について、町公式ホームページや広

報誌を通して、児童の育成について周

知を図ります。 

子育て支援課 

 

② こどもの人権に関する意識の向上 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの権利条

約の普及 

○こどもの権利擁護を推進するため、「児

童の権利に関する条約」の普及に努め

ます。 

○こども家庭センターにおいて、保護者

を対象とした講座を開催します。 

子育て支援課 
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基本施策（２）多様な遊びや体験、活動できる機会づくり 

こどもや若者、子育て家庭の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも

に進めます。 

 

［施策］ 

① 遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの居場所

等支援事業の実

施 

○こどもの居場所づくりを推進し、こど

もの遊びや体験を通じ、生活習慣を身

に付けることができるよう支援しま

す。 

○こども食堂等を支援し、地域の方々と

の交流を深め、こどもの成長を見守り

ます。 

子育て支援課 

 

② こどもまんなかまちづくり 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの意見を

取り入れたまち

づくり 

○こどもや若者の一人ひとりの意見を聴

いて、その声を大切にし、こどもや若者

のみなさんにとって最もよいことは何

かを考え、こどもに関する取り組み・政

策に反映します。 

子育て支援課 

 

③ こども・若者が活躍できる機会づくり 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども・若者の意

見・提案の機会づ

くり 

○「こども・若者会議」の設置を検討し、

こどもや若者が自ら考え、意見を言え

る機会・提案を実現できる機会とし、こ

どもたちや若者等の意見を尊重しま

す。 

子育て支援課 
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④ こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

広報活動の推進 

○町広報誌や町公式ホームページへの掲

載、ＳＮＳによる発信のほか、小・中学

校を通じて、こども・若者の可能性を広

げ、ジェンダーギャップに関する理解

を促進します。 

子育て支援課 

 

⑤ 各種ボランティア体験機会の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

ボランティア体

験機会の充実 

○町民が相互に助け合うことの大切さを

体験により学ぶことができるよう、ボ

ランティアを体験する機会の充実を図

ります。 

○福祉の心を育む機会として、小学生・中

学生等が町内高齢者施設利用者とふれ

あう交流活動を推進します。 

福祉課 

（寄居町社会 

福祉協議会） 

 

⑥ 命の大切さを体験する機会の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもを生み育

てることの意義、

生命の大切さを

学ぶ機会の促進 

○次代の親の育成として、中学生・高校生

等がこどもを生み育てることの意義、

生命の大切さを学ぶ機会を増やすため

保育所を訪問し、乳幼児とのふれあい

体験を広げる取り組みを推進します。 

教育指導課 

子育て支援課 

○ＡＥＤの操作など、救命に関する学習

を通して、いざというときに、主体的に

行動できる児童生徒の育成を図りま

す。 

教育指導課 
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⑦ 地域を知り、愛する体験学習の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子ども大学よりい

の開催 

○小学生が、大学教授や地域の専門家等

から直接講義を受ける機会を作り、こ

どもの学ぶ力や生きる力の向上を図り

ます。 

生涯学習課 

農林業体験の充

実 

○学校農園での農作業体験や、緑の少年

団による山林での植樹・下刈り体験等

を通じ、農林業体験の充実を図ります。 

産業振興 

企業誘致課 

教育指導課 

 

⑧ 海外体験学習の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

中学生海外相互

交流事業の実施 

〇米国メアリズビル市との交流事業の一

環として、お互いの文化や教育への理

解を深めるとともに、国際化社会に対

応する人材の育成を図ります。 

生涯学習課 

 

⑨ 身近な遊び場の整備 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

地域子育て相談

機関の整備・子育

て支援センター

の拡充 

○妊産婦及びこどもとその家庭を対象に

イベントや講座を通して、身近な遊び

場として事業実施を推進します。 

○１８歳を超えるこどもの相談につい

て、適切な支援や関係機関につなぐな

ど対応を検討します。 

子育て支援課 

こどもの遊び場

の整備・充実 

○自治会（区）が管理している児童遊園地

及びその遊具の整備等に対して補助金

を交付し、こどもの遊び場の整備・充実

を促進します。 

子育て支援課 

公園の管理 

〇運動公園・街区公園の管理や巡視を定

期的に行い、安全・安心な環境の創出に

努めます。 

○鉢形城公園の管理に努めます。 

都市計画課 

生涯学習課 
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⑩ こどもの居場所等の確保 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

放課後児童健全育

成事業 

○保護者が就労等により昼間に不在とな

る小学生を対象に、放課後児童クラブ

など、安心して過ごせる「遊び」や「生

活の場」となる事業を実施し、健全な育

成を図ります。 

子育て支援課 

こども食堂等こ

どもの居場所等

の支援 

○こども食堂等こどもの居場所に関し、

情報収集を行うとともに、運営を支援

します。 

○多様かつ複合的な困難を抱えるこども

と家庭を対象に、地域の支援体制と生

活支援を強化する事業を推進します。 

子育て支援課 
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基本施策（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 

こどもや若者、子育て家庭のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支

援します。 

 

［施策］ 

① プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

○若い男女が将来のライフプランを考え

て、生活や健康と向き合うプレコンセ

プションケアと、胎児から新生児・小

児・思春期を経て次世代を生み育てる

成人世代の心身の健康を捉える成育医

療について相談に応じ、支援します。 

子育て支援課 

 

② 慢性疾患・難病を抱えるこども・若者への支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

○難病や慢性疾病・障害のあるこどもの

家庭を対象に、相談に応じ、支援策を検

討します。 

○困難な課題を抱えた若者の相談に応

じ、支援策を検討します。 

子育て支援課 

 

③ 育児相談・支援体制の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

健康相談・育児学

級等の充実 

○発達段階に応じた、健康な生活習慣に

対する育児支援を行い、母子共に心身

の健康の保持・増進を図ります。 

○発育発達について心配のある乳幼児と

保護者に対して、専門的で適切な相談

が行えるよう事業の充実に努めます。 

健康づくり課 
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④ 乳幼児健康診査の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

乳幼児健康診査

の充実 

○身体発育及び精神発達の面から重要な

時期である乳幼児に対し、健康診査を

実施します。 

○身体発育、精神発達などの障害を早期

発見するとともに、適切な保健・歯科指

導を行うことで、心身の健全な発達を

促し、乳幼児の健康の保持・増進に努め

ます。 

○保護者の育児不安の解消に努め、安心

して子育てができるよう支援します。 

健康づくり課 

 

⑤ 小児医療体制の充実促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

小児医療充実の

促進 

○熊谷・深谷・児玉地区における小児救急

医療支援事業及び二次救急医療圏にお

ける初期救急体制（こども夜間診療所）

の充実を図るとともに小児医療に係る

情報提供に努めます。 

健康づくり課 

 

⑥ 予防接種の勧奨 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

予防接種の勧奨 

○乳幼児健康診査や訪問を始めとする各

種母子保健事業で予防接種の勧奨を行

ない、感染症予防に努めます。 

健康づくり課 
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⑦ 母子保健分野での予防対策 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

母子保健分野で

の予防対策 

○妊娠期から子育て期にわたるまでの総

合的相談支援及び全ての妊産婦等の状

況の継続的な把握に努めます。 

○出産前に支援を行うことが特に必要と

認められる妊婦（特定妊婦）や育児に悩

む母親等からの相談・支援を実施しま

す。また、必要に応じ、専門関係機関を

紹介する等、連絡・調整及び連携を図り

ます。 

子育て支援課 
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基本施策（４）こどもの貧困対策 

良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな

状態で成長できるよう支援します。 

 

［施策］ 

① 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

重層的支援体制

の充実 

○高齢・障害・児童・生活困窮・DV 被害

等の困難な課題を抱える家庭を関係課

と協力し、総合的に支援します。 

福祉課 

人権推進課 

教育指導課 

健康づくり課 

子育て支援課 

こどもの居場所

づくり等の推進 

○こども食堂や学習支援等、こどもの居

場所づくりを推進し、こどもと子育て

家庭を支援します。 

子育て支援課 

こども家庭セン

ター 関係機関

体制づくり 

○こども・若者の教育支援、子育て家庭が

生活の安定に必要な支援、保護者の就

労支援及び経済的支援を検討し、関係

機関と連携を図ります。 

子育て支援課 
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基本施策（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援 

地域の支援体制の強化・インクルージョンの推進、インクルーシブ教育システムの

実現に向けた取り組みを推進します。 
 

［施策］ 

① 地域における支援体制の強化、インクルージョンの推進 等 
 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 関係機関

体制づくり 

○こども家庭センターを中心に、難病や

慢性疾病・障害のあるこどもの家庭を

対象に、相談に応じ、地域における支援

策を検討します。 

子育て支援課 

障害児相談体制

の強化 

○身体・知的・精神（発達障害、高次脳機

能障害）障害児に対する相談、助言、情

報提供等の相談支援体制の充実に努め

るほか、関係機関と連携を図ります。 

福祉課 

健康づくり課 

子育て支援課 

 

② 障害児支援の充実 
 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

障害児通所支援

等の充実 

○障害のあるこどもを対象に、日常生活

での基本的な動作の指導や、集団生活

への適応訓練等を行う施設への通所支

援等を行います。 

福祉課 

健康づくり課 

居宅訪問型児童

発達支援 

○児童発達支援等を受けるために外出す

ることが困難な障害のあるこどもの家

庭等の居宅を訪問し、日常生活におけ

る基本的な動作の指導、知識技能の付

与等の支援体制の整備に努めます。 

福祉課 

健康づくり課 

子育て支援課 

医療的ケア児に

対する支援 

○医療的ケア児が必要な支援を受けられ

るよう関係機関が連絡調整を図るとと

もに、地域で安心して暮らしていける

よう、関連分野の支援を調整するコー

ディネーターを配置し、支援体制の整

備に努めます。 

福祉課 

健康づくり課 

子育て支援課 

〇小・中学校において、医療的ケア児が必

要な支援を受けられるよう関係機関と

連絡調整を図るとともに、支援体制の

整備に努めます。 

教育指導課 

〇保育所・幼稚園等において医療的ケア

児が必要な支援を受けられるよう関係

機関と連絡調整を図るとともに、支援

体制の整備に努めます。 

子育て支援課 
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障害児支援体制

の充実 

○国の基本指針に基づき、強度行動障害

や高次脳機能障害を有する障害児の状

況や支援ニーズの把握に努めるととも

に、関係機関と連携及び支援体制の充

実を図ります。 

福祉課 

健康づくり課 

子育て支援課 

 

③ 障害児受け入れ態勢の強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

障害児等保育の

充実 

○集団生活が可能な障害のあるこども等

の保育の受入体制を整え、障害児等保

育の充実を図ります。 

子育て支援課 

障害児の放課後

児童クラブ受入

体制の整備促進 

○入所要件に適合するすべての児童を受

け入れる体制の整備を促進します。 
子育て支援課 

障害児等保育に

対する保育所訪

問支援の充実 

〇心理士等が幼稚園・保育所を訪問し、こ

どもたちが集団生活に適応できるよ

う、幼稚園教諭や保育士及び保護者を

支援します。 

子育て支援課 

 

④ 障害児の保育、特別支援教育の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

障害児の教育の

充実 

〇障害のある児童生徒の健全な発達を促

進するため、その機会の充実に努めま

す。 

○幼稚園・保育所を訪問し、必要に応じて

就学相談を行います。 

教育指導課 

特別支援教育（障

害児教育等）の充

実 

〇心身に障害のある児童生徒に対する正

しい理解と認識を深めるとともに、障

害に応じた教育や交流教育の推進に努

めます。 

教育指導課 
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基本施策（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

児童虐待のリスクを踏まえ、子育て世帯が孤立しないよう支援するため、こども家

庭センターと要保護児童対策地域協議会が、こども食堂やこどもの居場所づくりの民

間支援団体等の地域ネットワークにより、こどもや家庭を見守り、必要な支援につな

げる体制の強化を推進します。また、表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を

防ぎ、継続した相談・支援体制の構築を推進します。 

 

［施策］ 

① 児童虐待防止対策等の更なる強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

○こども家庭センターを中心に、子育て

世帯への経済的支援の強化、児童虐待

や貧困対策の対応を含めた、サポート

プランを作成し、子育て家庭を支援し、

児童虐待を未然に防止します。 

子育て支援課 

 

② 社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

○社会的養護を必要とするこども・若者

への経済的支援の強化、児童虐待や貧

困対策の対応強化を関係機関と連携

し、検討します。 

子育て支援課 

里親支援と里親

制度の周知 

○里親制度の周知を図り、地域で里親家

庭が安心して子育てできるよう児童と

里親家庭を支援します。 

子育て支援課 

 

③ ヤングケアラーへの支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

重層的支援体制

の充実 

○高齢・障害・児童・生活困窮・DV 被害

等の困難な課題を抱える家庭を関係課

と協力し、総合的に支援します。 

福祉課 

人権推進課 

教育指導課 

健康づくり課 

子育て支援課 

○ヤングケアラーの家庭に必要なサポー

トプランを作成し、子育て家庭を支援

します。 

子育て支援課 
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④ 児童虐待の早期発見・対応 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

児童虐待の防止 

〇児童相談所、警察、町その他の関係機関

と連携の強化を図ります。 

○こども家庭センターを中心に、相談支

援等の充実を図ります。 

○児童虐待を防止するため、町広報など

による周知に努めます。 

人権推進課 

子育て支援課 

虐待の早期発見・

早期対応への取

り組みの推進 

○関係機関や地域との連携により、早期

発見･早期対応に努めます。 

○要保護児童対策地域協議会における関

係機関との連携により、組織的な対応

の強化を図ります。 

子育て支援課 

 

⑤ 訪問指導の強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

養育支援が必要

な家庭への家庭

訪問事業 

○さまざまな原因で養育が困難になって

いる家庭へ保健師等専門職員が家庭訪

問を実施し、乳幼児の健やかな成長を

支援するとともに親の育児不安の軽減

に努めます。 

○関係機関と連携を図り、専門的な支援

の提供に努めます。 

○要保護・要支援児童のいる家庭への支

援を実施し、児童虐待の未然防止に努

めます。 

子育て支援課 
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⑥ 地域ぐるみの児童虐待撲滅活動 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

相談体制の充実 

○児童相談所等関係機関と連携し、相談

体制の充実に努めます。 

○児童相談所主催の研修会等に積極的に

参加し、専門的知識の習得に努めます。 

子育て支援課 

ＤＶ対策の推進 

〇ＤＶ被害者のこどもは、暴力を受けて

いる可能性が高く、例え暴力を振るわ

れていなくても児童の面前での暴力は

児童虐待にあたることから、ＤＶ被害

者とともに、こどもへのきめ細やかな

支援に努めます。 

人権推進課 

子育て支援課 

 

⑦ 児童虐待の防止 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの権利侵

害に対応する相

談業務の充実 

〇こどもの権利擁護を意識し、ＤＶ相談

や心配ごと相談の対応をします。 

〇小・中学生対象に「こどもの人権ＳＯＳ

レター」を配布します。 

人権推進課 
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基本施策（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取り組み 

こどもの自殺対策を推進し、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる

環境整備やこども・若者の性犯罪・性暴力対策を推進します。 

 

［施策］ 

① こども・若者の自殺対策 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

相談体制の充実 

○町広報誌や町公式ホームページへの掲

載、ＳＮＳによる発信のほか、小・中学

校を通じて、こども・若者にもこころの

相談窓口の周知を図ります。 

健康づくり課 

子育て支援課 

 

② こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

広報活動の推進 

○町広報誌や町公式ホームページへの掲

載、ＳＮＳによる発信のほか、小・中学

校を通じて、こどもが安全に安心して

インターネットを利用できる環境に関

する理解を促進します。 

教育指導課 

子育て支援課 

 

③ こども・若者の性犯罪・性暴力対策 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

地域でこどもを

守る活動の推進 

○町広報誌や町公式ホームページへの掲

載、ＳＮＳによる発信のほか、小・中学

校を通じて、こども・若者の性犯罪・性

暴力対策に関する活動を推進します。 

子育て支援課 
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④ 犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

広報活動の推進 

○町広報誌や町公式ホームページへの掲

載、ＳＮＳによる発信のほか、小・中学

校を通じて、犯罪被害、事故、災害から

こどもを守る環境に関する理解を促進

します。 

自治防災課 

生活環境 

エコタウン課 

子育て支援課 

 

⑤ 非行防止と自立支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

○こども家庭センターを中心に、こども

の非行防止と自立支援を目的に児童虐

待や貧困対策の対応を含めた、サポー

トプランを作成し、子育て家庭を支援

します。 

子育て支援課 

 

⑥ 防犯灯の設置等による整備 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

防犯灯の設置 

〇通学路等の防犯対策として、必要な場

所へ防犯灯を設置し、夜間における防

犯と通行の安全確保を推進します。 

生活環境 

エコタウン課 

 

⑦ こどもを守る活動の強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

不審者からこど

もを守る対応マ

ニュアルの活用 

〇埼玉県教育委員会の示したマニュアル

に基づき、各学校の実態に即した対応

マニュアルを作成し、不審者対策の訓

練等を実施します。 

教育指導課 

○各保育所において保育所防犯マニュア

ルに基づき、不審者対策の訓練等を実

施します。 

子育て支援課 

防犯ブザー及び

通学用ヘルメッ

トの配布 

〇こどもの安全確保のため、新小学１年

生に防犯ブザーを配布するほか、小学

校の入学祝いと６年生の卒業祝いとし

てヘルメットを配布します。 

教育総務課 
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地域でこどもを

守る活動の推進 

〇こどもの安全確保をするために「子ど

も 110 番の家」の設置や「子ども見守

り隊」の募集を呼びかけるとともに、学

校と地域が連携したこどもに安全な地

域環境づくりを進めます。 

生涯学習課 

 

⑧ 道路環境の整備 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

安全な道路環境

の整備 

○こどもの安全を確保するため、通学路

などにおける、環境整備を引き続き推

進します。 

建設課 

 

⑨ 交通安全教育の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

交通安全教育の

推進 

〇保育所及び小・中学校に出向いて交通

安全教室を開催し、交通事故防止の教

育を行います。 

生活環境 

エコタウン課 

 

⑩ チャイルドシートの設置促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

乳幼児の保護者

に対するチャイ

ルドシートの着

用、正しい使用の

徹底 

〇保護者に対し、チャイルドシートの着

用の徹底を図るため、その使用効果及

び正しい使用方法についての周知を図

ります。 

生活環境 

エコタウン課 

 
 
 
 



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン              第４章 施策の展開 

57 
 

【基本目標２】 安心して結婚・出産・子育てができるまち 

 

  

基本施策（施策の柱） 施策 

（１）こどもの誕生前から幼児期ま
での取り組み 

① 妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切
れ目ない保健・医療の確保 

② こどもの誕生前から幼児期までのこどもの
成長の保障と遊びの充実 

③ こどもたちの生きる力の向上 

（２）学童期・思春期への取り組み 

① こどもが安心して過ごし学ぶことのできる
質の高い公教育の体制等 

② 居場所づくり 
③ 小児医療体制、心身の健康等についての情

報提供やこころのケアの充実 
④ 青年年齢を迎える前に必要となる知識に関

する情報提供や教育 

⑤ いじめ防止 
⑥ 不登校のこどもへの支援 
⑦ こどもや保護者などからの意見を参考とす

る校則の見直し 
⑧ 体罰や不適切な指導の防止 
⑨ 高校中退の予防、高校中退後の支援 
⑩ こどもたちの生きる力の向上 
⑪ いじめ、不登校等の未然防止及び解消 
⑫ 地域に開かれた学校づくりの促進 
⑬ 食育の推進 
⑭ 地域の食材、味覚への理解促進 
⑮ 小・中学校における性に関する指導の充実 

⑯ 薬物対策の推進 
⑰ こころの相談、健康学習の充実 
⑱ 健全育成活動の展開 

（３）青年期への取り組み 

① 高等教育の就学支援、高等教育の充実 
② 就労支援、雇用と経済的基盤の安定のため

の取り組み 
③ 結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新

生活への支援 
④ 悩みや不安を抱える若者やその家族に対す

る相談体制の充実 
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基本施策（１）こどもの誕生前から幼児期までの取り組み 

こどもの「誕生前から幼児期まで」の時期を支えることを通じて、今をともに生き、

次代をつくる存在であるこどもの生涯にわたるウェルビーイングの向上を図ります。 

 

［施策］ 

① 妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

医療費・補助金の

支給 

○妊婦健診の費用の助成や妊婦のための

支援給付を支給します。 

○こどもが必要とする医療を受けやすく

するため、こども医療費を支給します。 

子育て支援課 

 

② こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

地域子育て等相

談支援の充実 

○子育て支援センターを中心に、保育士

との親子遊び、子育て相談、こどもの計

測等の事業を通じて、子育て家庭を支

援します。 

子育て支援課 

 

③ こどもたちの生きる力の向上 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

幼児教育の充実 

〇地域に開かれた幼児教育の環境づくり

を促進します。 
子育て支援課 

○幼稚園・保育所等との連携を図り、就学

前のこどもがスムーズに小学校生活に

移行できる連絡会を小学校単位で引き

続き実施します。 

教育指導課 
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基本施策（２）学童期・思春期への取り組み 

ライフイベントの多様性を尊重しつつ、全ての人が、学童期・思春期・青年期から、

教育機関や地域において、乳幼児の育ちや子育てについて学んだり、乳幼児と関わっ

たりする体験ができる機会により、こどもも「こどもまんなか社会」のつくり手であ

るという自覚を持つような社会の実現を目指します。 

 

［施策］ 

① こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の体制等 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

進路指導・生き方

の指導の充実 

○進路指導は、生徒一人ひとり、自分の将

来の生き方への関心を深め、自分の能

力・適性等により、将来の進路決定へつ

ながります。こどもが安心して過ごし、

学ぶことのできる質の高い公教育を目

指します。 

教育指導課 

 

② 居場所づくり 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの居場所

等支援事業の実

施 

○こどもの居場所づくりを推進し、こど

もの遊びや体験を通じ、生活習慣を身

に付けることができるよう支援しま

す。 

○こども食堂等を支援し、地域の方々と

の交流を深め、こどもの成長を見守り

ます。 

子育て支援課 

小・中学校の図書

室の充実 

○児童生徒の情操教育を推進し、学びと

自己研鑽の場所として、小・中学校の図

書室の内容の充実を図ります。 

教育総務課 

子どもギネス大

会の開催 

〇町内小学校で取り組んでいる運動種目

を取り上げ、記録への挑戦という過程

を通して、楽しみながら心身の健全な

発育や仲間づくり等を推進します。 

生涯学習課 
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③ 小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

小児医療体制の

充実 

○医療機関や保健所等関係機関と協力

し、小児医療体制やこどものこころの

ケアの充実を図ります。 

健康づくり課 

○こどもの心や身体の健康について、関

係機関と協力し、こどもと家族に寄り

添った支援をします。 

子育て支援課 

 

④ 青年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

学校での性に関

する指導の実施 

○児童生徒が性について正しく理解し、

適切な行動が取れるよう、思春期や妊

娠・出産等に必要な知識の習得を図り

ます。 

教育指導課 

 

⑤ いじめ防止 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

進路指導・生き方

の指導の充実 

○児童生徒が楽しく学び、いきいきと学

校生活を送れるよう、指導の充実及び

いじめの早期発見・早期対応を図りま

す。 

教育指導課 

 
⑥ 不登校のこどもへの支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター相談支援の

充実 

○不登校のこどもと家庭に寄り添った支

援を検討します。 
子育て支援課 

○不登校の児童生徒の保護者を対象に話

し合いの会を開催する等、不登校の児

童生徒と家庭を支援します。 

教育指導課 
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⑦ こどもや保護者などからの意見を参考とする校則の見直し 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

進路指導・生き方

の指導の充実 

○児童生徒と教員が話し合い、こどもの

意見を反映しながら、新たなルールと

なる校則の運用を検討します。 

教育指導課 

 

⑧ 体罰や不適切な指導の防止 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

校内研修の充実 

〇国や県の資料等を活用して、教職員一

人一人が、体罰等による事故について、

自分事として考えられる研修を展開し

ます。 

教育指導課 

 

⑨ 高校中退の予防、高校中退後の支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの居場所

等支援事業の実

施 

〇高校中退は、こどものその後の人生に

影響することから、中退後の転学や就

労について関係機関と協力し、こども

と家庭に寄り添った支援をします。 

子育て支援課 

 

⑩ こどもたちの生きる力の向上 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

確かな学力の向

上 

○学力調査結果を分析して学習状況を把

握し、学力向上推進委員会で方策を検

討し、学習指導の改善に努めます。 

○中学生を対象とした「より・Ｅ土曜塾」

や小学６年生を対象とした「より・Ｅ小

学生英語塾」により、学習意欲の高揚と

家庭学習習慣を定着させ、学力の向上

を図ります。 

○公費負担で英検を受験できるようにす

ることで、英語に対する意欲と英語力

の向上を図ります。 

教育指導課 

道徳教育等の推

進 

〇道徳教育全体計画・年間指導計画及び

学級における道徳の指導計画を作成

し、「道徳」の時間はもとより、学校の

教育活動全体を通じて道徳教育を推進

します。 

教育指導課 
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進路指導・生き方

の指導の充実 

○小・中学校では、児童生徒が自ら将来に

ついて考えられるよう、進路指導・キャ

リア教育の充実を図ります。 

教育指導課 

学校の教育環境

の充実 

○学校施設については、危険箇所や老朽

化が進んでいる施設の改修を行いま

す。 

○学習用備品の適切な整備を行います。 

教育総務課 

小中一貫教育の

推進 
○保護者、地域住民等との協議を行い、小

中一貫教育の取り組みを推進します。 
教育指導課 

健康教育の推進 

○埼玉県学校健康教育指針「学校・家庭・

地域で育てよう埼玉の健康な子どもた

ち」に沿った取り組みを行い、健康に対

する意識を高め、自ら進んで健康な生

活が送れるこどもたちを育てます。 

健康づくり課 

教育指導課 

 

⑪ いじめ、不登校等の未然防止及び解消 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

いじめ、非行、不

登校等への対応 

〇いじめや不登校等に対応するために、

教育相談体制を充実させるとともに、

学校、家庭、地域及び教育サポートセン

ター、教育支援センター、関係機関等と

の連携を図ります。 

教育指導課 

問題行動等の未

然防止、早期発

見・対応 

○問題行動等の未然防止、早期発見・対応

を図り、学校と保護者との連携のもと、

児童生徒の健全育成を推進します。 

教育指導課 

 

⑫ 地域に開かれた学校づくりの促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

地域に開かれた

学校づくりの推

進 

○中学校区ごとに設置している学校運営

協議会で、保護者や地域住民等からの

意見を学校の教育活動に生かし、児童

生徒の健やかな成長を促進するととも

に、開かれた学校づくりを進めます。 

教育指導課 
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⑬ 食育の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

母子保健事業に

おける食育の推

進 

〇パパママ学級において、栄養士による

「妊娠中の栄養」について学ぶ機会を

設けるほか、乳幼児健康診査などさま

ざまな母子保健事業で食育の推進を図

ります。 

○母子健康手帳交付時に、食育に関する

パンフレットを配布し、意識の向上を

図ります。 

健康づくり課 

子育て支援課 

給食による食育

の推進 

〇児童生徒に、栄養バランスのとれた、安

全でおいしい給食の提供に努めます。 

○小・中学校で作成した食育全体計画を

もとに児童生徒が望ましい食生活の基

本と食習慣を身につけ、食事を通して、

自らの健康管理ができるように努めま

す。 

教育総務課 

教育指導課 

子育て支援課 

こども食堂等こ

どもの居場所の

支援 

○こども食堂等こどもの居場所に関し、

情報収集を行うとともに、運営を支援

します。 

子育て支援課 

 

⑭ 地域の食材、味覚への理解促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

ふるさとの食文

化・食育の推進 

〇保育所や小・中学校の給食に季節の果

物や野菜をメニューに取り入れ、故郷

の食文化等の理解を深めます。 

教育総務課 

子育て支援課 

 

⑮ 小・中学校における性に関する指導の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

学校での性に関

する指導の実施 

○保健学習の時間や総合的な学習の時間

等を活用して、性や健康に関する教育

を実施します。 

教育指導課 

○学校からの要請に対し町保健師が性や

健康に関する教育を実施します。 
健康づくり課 
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⑯ 薬物対策の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

薬物乱用防止教

室の実施 

〇喫煙・飲酒・薬物乱用による心身の健康

への影響等の理解を深めるため、すべ

ての小・中学校において、専門家による

薬物乱用防止教室を毎年開催します。 

教育指導課 

 

⑰ こころの相談、健康学習の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こころの相談 

〇さわやか相談員や教育サポートセンタ

ー相談員、スクールカウンセラーとの

連携により、関係者や家族から心の健

康や悩みに関する相談を随時受け、適

切な機関を紹介するなど、相談支援を

行います。 

健康づくり課 

教育指導課 

 

⑱ 健全育成活動の展開 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

青少年の健全育成 
○青少年相談員の事業活動を支援し、こ

どもの健やかな成長に寄与します。 
子育て支援課 

青少年健全育成

町民会議活動の

推進 

○学校・家庭・地域と連携し、青少年の健

全育成を広域的・総合的に推進します。 
生涯学習課 

非行少年の立ち

直り支援 

○学校や保護司等関係機関との連携を図

り、悩みを抱えた青少年や保護者を支

援します。 

福祉課 
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基本施策（３）青年期への取り組み 

青少年が社会との関係の中で自己実現を図れるよう、社会全体で「社会の子」とし

て青少年の自立への意欲を育て、青少年にとって保護者、教職員に次ぐ「第三の大人」

として地域の大人が青少年を積極的に支援する社会の実現を目指します。 

 

［施策］ 

① 高等教育の就学支援、高等教育の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

若者・子育て家庭

等就学支援の実

施 

〇低所得世帯やひとり親家庭等の進学を

希望するこどもと家庭を支援するた

め、進学のための検定料や受験料の補

助金を検討します。 

子育て支援課 

 

② 就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取り組み 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

若者・子育て家庭

等就労支援の実

施 

〇若者の安定的雇用の確保や若者非正規

労働者を減少させ、若者を育てる社会

を実現するため、ハローワーク等関係

機関と連携し、若者と家庭を支援しま

す。 

産業振興 

企業誘致課 

〇就労や日常生活に支障がある若者や家

庭を対象に、関係機関と協力し、相談及

び支援の充実を図ります。 

子育て支援課 

 

③ 結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

結婚新生活支援

事業の実施 

〇夫婦として新生活をスタートさせる世

帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタ

ートアップにかかる費用（家賃、引越費

用等）を支給し、経済的支援を実施しま

す。 

総合政策課 
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④ 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

地域子育て等相

談支援の充実 

〇子育て中の親子が気軽に集い、相互交

流や子育ての不安・悩みを相談できる

場を提供する地域子育て支援拠点の充

実と地域子育て相談機関の設置を推進

します。 

子育て支援課 
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【基本目標３】 子育て家庭が笑顔で育児ができるまち 

 

  

基本施策（施策の柱） 施策 

（１）子育てや教育に関する経済的
負担の軽減 

① 幼児期から高等教育段階まで切れ目のな
い負担軽減 

② 高等教育について、更なる支援拡充の検討 
③ 基礎的な経済支援としての児童手当の位

置づけの明確化、拡充 
④ 医療費等の負担軽減 
⑤ こども医療費の支給 
⑥ ひとり親家庭等医療費の支給 
⑦ 児童手当等の推進 
⑧ 幼児教育・保育の無償化 
⑨ 第３子以後保育料等の無料化 
⑩ 第３子以降学校給食費の無料化 

⑪ 各種経済的支援の推進 

（２）保育サービスの質の向上 

① 一時預かり、ファミリー・サポート・セン
ター、家庭支援に関する取り組みの推進 

② 訪問型を含めた家庭教育支援チームの普
及 

③ 保育施設の整備充実 
④ 保育内容の充実 

（３）相談・情報提供の充実 

① オンラインを活用した相談やプッシュ型
の情報提供 

② 体罰によらない子育てに関する啓発 
③ 相談・指導の充実 
④ 地域子育て支援センター事業等の推進 
⑤ 母子保健サービスの充実 
⑥ こどもの健やかな発達の促進 
⑦ 不妊治療費等の助成 
⑧ 子育て支援情報の提供 
⑨ 子育てガイドブックの配布、内容の充実 
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（４）共働き・共育ての推進 

① 育児休業制度の強化 
② 長時間労働の是正や働き方改革の促進 
③ 男性の家事・子育てへの参画の促進、企業 

の福利厚生の充実 
④ 男性の育児休業が当たり前になる社会の

実現 
⑤ 各種講座等の開催 
⑥ 女性の職業生活における活躍の推進 
⑦ 労働者及び就労希望者への働きかけ 

（５）ひとり親家庭等への支援 

① 児童扶養手当等による経済的支援、各家庭 
の状況に応じた生活支援、子育て支援、就
労支援等の適切な実施 

② こどもに届く生活・学習支援の推進 
③ プッシュ型による相談支援やワンストッ

プで必要な支援につなげる相談支援体制
の強化 

④ 安全・安心な親子の交流の推進 
⑤ 養育費に関する相談支援や取り決めの促

進強化 
⑥ ひとり親家庭等の福祉の充実 
⑦ 雇用促進及び生活安定の促進 
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基本施策（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

子育て家庭の精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るとともに、地域における各

種保育サービス等の利用を促進し、子育て環境の向上を目指します。 

 

［施策］ 

① 幼児期から高等教育段階まで切れ目のない負担軽減 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て家庭等経

済的支援の実施 

〇高校生世代までのこどもを養育してい

る保護者等へ児童手当を支給し、経済

的支援を実施し、切れ目なく支援しま

す。 

〇国の制度に基づく教育無償化により、

子育て家庭の経済的負担の軽減を図り

ます。 

子育て支援課 

教育総務課 

就学援助費の補助 

〇町立の小・中学校に通学している児童

生徒の保護者で、経済的に困難な家庭

を対象に、学用品費等の就学費用の一

部を補助します。 

教育総務課 

高校生等の修学

資金給与 

〇修学の意欲を有しながら経済的な理由

により修学が困難な町内に居住してい

る高校生等に対し、修学資金を給与し

ます。 

教育総務課 

 

② 高等教育について、更なる支援拡充の検討 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て家庭等経

済的支援の実施 

〇低所得世帯やひとり親家庭等の進学を

希望するこどもと家庭を支援するた

め、進学のための検定料や受験料の補

助金を交付します。 

子育て支援課 

 

③ 基礎的な経済支援としての児童手当の位置づけの明確化、拡充 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て家庭等経

済的支援の実施 

〇所得上限額撤廃、第３子以降のこども

を増額、支給対象年齢を高校生世代ま

で拡大、多子加算年齢の引き上げ、支給

年齢の引き上げ等拡充し、こどもを養

育している保護者等へ児童手当を支給

します。 

子育て支援課 



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン              第４章 施策の展開 

70 
 

④ 医療費等の負担軽減 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て家庭等経

済的支援の実施 

〇こども医療費及びひとり親家庭等の受

給者へ医療費等を支給し、子育て家庭

の経済的支援を図ります。 

子育て支援課 

 

⑤ こども医療費の支給 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども医療費支

給事業等の推進 

○１８歳未満までの入院及び通院に伴う

こどもの医療費を助成し、経済的負担

を軽減します。 

○こども医療費制度の普及に努めます。 

子育て支援課 

 

⑥ ひとり親家庭等医療費の支給 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

ひとり親家庭等

医療費支給事業

等の推進 

○ひとり親家庭等の医療費を助成し、経

済的負担を軽減します。 

○ひとり親家庭等医療費制度の普及に努

めます。 

子育て支援課 

 

⑦ 児童手当等の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

児童手当、児童扶

養手当制度の普

及・周知 

○児童手当制度、児童扶養手当制度及び

特別児童扶養手当制度の普及・周知に

努めます。 

子育て支援課 

 

⑧ 幼児教育・保育の無償化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

幼児教育・保育の

無償化 

〇国の制度に基づく幼児教育・保育の無

償化により、子育て家庭の経済的負担

の軽減を図ります。 

〇子育てのための施設等利用給付の円滑

な実施を促進します。 

子育て支援課 
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⑨ 第３子以後保育料等の無料化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

第３子以後保育

料等の無料化等 

〇保育所、幼稚園等に入所（園）している

第３子以後の児童に対する保育料及び

副食費の無料化を推進します。 

子育て支援課 

 

⑩ 第３子以降学校給食費の無料化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

第３子以降学校

給食費の無料化 

〇小・中学校に通学している第３子以降

の児童生徒に対する給食費の無料化を

推進します。 

教育総務課 

 

⑪ 各種経済的支援の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て支援交付

金支給事業の推

進 

○町民として生まれたこどもの保護者に

子育て家庭の経済的支援とこどもの誕

生への祝意として、子育て支援交付金

支給事業を実施します。 

子育て支援課 

パパ・ママ応援シ

ョップ事業の促

進 

○県と連携し、パパ・ママ応援ショップの

利用促進を図ります。 
子育て支援課 

小・中学生の学力

向上のための経

済的支援 

○小・中学生の学力向上のための「より・

Ｅ・小学生英語塾」・「より・Ｅ・土曜塾」

の実施や英検受験料の公費負担によ

り、子育て家庭の経済的負担を軽減し

ます。 

教育指導課 
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基本施策（２）保育サービスの質の向上 

こどもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスの質を向上し、こどもが

元気に楽しく過ごせる保育施設であるとともに、保護者が安心して育児ができる、子

育て環境の向上を図ります。 

 

① 一時預かり、ファミリー・サポート・センター、家庭支援に関する取り組みの推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子ども・子育て支

援事業の拡充 

〇仕事や家庭において保育を受けること

が一時的に困難となったこどもを保育

所等で預かる一時保育やファミリー・

サポート・センター事業をより利用し

やすい制度になるよう充実を図りま

す。 

子育て支援課 

 

② 訪問型を含めた家庭教育支援チームの普及 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子ども・子育て支

援事業の拡充 

〇保護者の身近な地域での子育てや家庭

教育を支援する活動を行う家庭教育支

援チームをつくります。 

○チームの担当者が家庭を訪問して個別

の相談対応や情報提供を行う訪問型家

庭教育支援について、地域人材の活用

や事業の実施について検討します。 

子育て支援課 

 

③ 保育施設の整備充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

保育所等の整備・

修繕 

〇保育所（園）や放課後児童クラブ等施設

の整備・修繕を計画的に実施し、子育て

環境の改善に努めます。（照明設備（Ｌ

ＥＤ）の改修、空調設備の改修、調理場、

プレイコート、トイレ改修（バリアフリ

ー化）、遊具の整備・更新、防犯対策整

備等） 

子育て支援課 

財務課 
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④ 保育内容の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

情報提供の充実 

〇保育施設の案内の配布、インターネッ

トや多様な情報媒体を活用し、子育て

情報の充実に努めます。 

子育て支援課 

児童の受入体制

の整備促進 

○入所要件に適合するすべての児童を受

け入れる体制の整備を促進します。 

〇外国人幼児等が円滑な教育・保育等の

利用ができるよう必要な支援に努めま

す。 

子育て支援課 

低年齢児保育の

充実 

○町立保育所、認可保育園及び小規模保

育事業所等で引き続き、０歳児からの

低年齢児保育を実施します。 

子育て支援課 

通常保育の充実 
○保育標準時間における通常保育の充実

に努めます。 
子育て支援課 

延長保育事業 
○町立保育所、認可保育園で 11 時間を超

える延長保育に取り組みます。 
子育て支援課 

一時預かり保育

事業 

○町立保育所において、一時保育事業を

実施します。また、保護者のリフレッシ

ュや緊急時に一時的な預かり保育の普

及のため情報提供に努めます。  

○認可保育園の一時保育事業の実施を促

進します。 

子育て支援課 

病児・病後児保育

事業 

○病後児保育を民間事業者等と連携し、

推進します。病児保育は事業実施につ

いて検討します。 

子育て支援課 

土曜日保育の充

実 

〇保護者の勤務形態の多様化に対応する

ため、保育所の土曜日保育の充実に努

めます。 

子育て支援課 

子育て短期支援

事業（ショートス

テイ） 

〇保護者の疾病等の理由により、児童の

養育が困難となった場合、児童養育施

設や里親等で一時的に短期間預かるこ

とで、子育て家庭を支援します。 

子育て支援課 
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乳児等通園支援

制度 

〇保育所などに通っていない家庭のこど

もを対象に、保育所等施設で、一定時間

の預かりを行うことで、集団生活の機

会を通じたこどもの成長を支援しま

す。 

子育て支援課 

保育の質の向上 

○保育所の保育の質の向上に努めます。 

○放課後児童クラブ運営基準に基づき、

運営及び経理の状況等を定期的に確認

し、児童の安全確保と健全な運営を図

ります。 

○保育士及び放課後児童クラブ支援員の

資質の向上を図るため、必要な研修を

積極的に受け、多様化する保育ニーズ

に応えられるよう努めます。また、町立

保育所及び認可保育園の保育士で組織

するひまわり保育の会を支援します。 

子育て支援課 

苦情解決体制の

円滑な推進 

○保育所における苦情解決体制の円滑な

運営を図るとともに、広報誌への掲載

及び保育所に制度概要の掲示を行いま

す。 

子育て支援課 

第三者評価制度

の導入の検討 

○制度概要の収集及び先進地の資料収集

に努め、制度の導入に向け検討します。 
子育て支援課 
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基本施策（３）相談・情報提供の充実 

こども家庭センターを中心に、妊産婦及び乳幼児等の実情を把握し、妊娠・出産・

育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言や保健指導を推進し、子育て

家庭を支援します。 

 

 

［施策］ 

① オンラインを活用した相談やプッシュ型の情報提供 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

広報活動の推進 

〇ＳＮＳや広報誌、町公式ホームページ

を通じて、子育てに関する情報発信を

推進します。 

子育て支援課 

 

② 体罰によらない子育てに関する啓発 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

〇社会全体で体罰によらない子育てにつ

いて考え、保護者が子育てに悩んだと

きに相談できる体制づくりを推進しま

す。 

子育て支援課 

 

③ 相談・指導の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て相談・指導

の充実 

○保護者の子育てに関する不安や悩み等

の相談に対し、子育て支援センターの

保育士やこども家庭センターの保健師

等専門職員が相談相手となり、適切な

助言等を行います。 

子育て支援課 

保育所の活用 

○子育て支援センター事業を保育所で実

施する等、保育所を有効に活用すると

ともに、認可保育園では地域交流を促

進するため、保育所地域活動事業を支

援します。 

子育て支援課 
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④ 地域子育て支援センター事業等の推進 
 
主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て支援セン

ター事業の充実 

〇寄居・男衾子育て支援センターの事業

を充実し、未就園のこどもと子育て家

庭を支援します。 

〇認可保育所に併設の子育て支援センタ

ー事業の充実を図ります。 

〇土・日曜日の事業実施を検討し、子育て

環境の向上を図ります。 

子育て支援課 

 

⑤ 母子保健サービスの充実 
 
主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

一貫した母子保

健システムの充

実 

〇妊娠・出産・育児・就学、児童生徒に至

るまで、各成長段階に応じた母子保健

サービスの提供に努めます。 

健康づくり課 

○妊娠、出産、育児、就学、児童生徒に至

るまで、それぞれの段階に必要な母子

保健サービスを提供するとともに、情

報の一貫管理により、母子保健システ

ムの充実を図ります。 

子育て支援課 

妊婦訪問・こんに

ちは赤ちゃん事

業の充実（乳児家

庭全戸訪問事業） 

○生後４か月までの全ての乳児がいる家

庭を保健師等専門職員が訪問します。 

○身体条件や生活環境などの理由によ

り、訪問指導が必要な妊産婦に対し、不

安解消を図り、また疾病の予防や早期

発見に努めます。訪問では、育児の不安

解消と乳児の発達や成長の把握に努め

ます。 

○心身の発育・発達状況を確認しながら、

その状況に応じた支援を行い、父母の

育児不安の解消等に努めます。 

○産後うつの予防や早期発見のためエジ

ンバラ産後うつ病質問票(EPDS)によ

り、スクリーニングを実施します。 

子育て支援課 

広報・周知活動の

推進 

〇乳幼児健康診査時に子育て支援に関す

るパンフレットを配布するとともに、

相談機関のポスターを掲示するなど、

母子保健に関する周知を図ります。 

健康づくり課 

子育て支援課 

妊婦健康診査・産

婦健康診査・新生

児聴覚検査の実

施 

〇妊婦健康診査等の助成券を交付し、妊

婦等の健康管理と経済的負担軽減を図

ります。 

健康づくり課 

子育て支援課 
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⑥ こどもの健やかな発達の促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

妊産婦等の喫煙・

飲酒防止対策 

〇母子健康手帳交付時やパパママ学級、

乳幼児健診時にパンフレットを配布す

ることにより、妊娠中の飲酒・喫煙が胎

児に悪影響を及ぼすことの周知に努め

ます。 

健康づくり課 

子育て支援課 

２０歳未満の喫煙・ 

飲酒防止対策 

〇２０歳未満の喫煙・飲酒防止に対し周

知を図ります。 

受動喫煙防止対

策の推進 

〇訪問や乳幼児健康診査時にタバコの有

害性に関するパンフレットを配布し、

周知を図ります。 

〇未成年者の受動喫煙防止を保護者に対

し周知を図ります。 

健康づくり課 

子育て支援課 

 

⑦ 不妊治療費等の助成 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

不妊検査費・不妊

治療費等の助成 

〇不妊検査・治療に係る経済的負担を軽

減するために、不妊検査費、不妊治療費

の一部を助成します。また、不育症検査

費の一部を助成します。 

健康づくり課 

子育て支援課 

 

⑧ 子育て支援情報の提供 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て支援情報

の充実 

〇こんにちは赤ちゃん事業や乳幼児健

診、担当窓口等において、子育て支援に

関するパンフレットを配布するととも

に、子育てに関して必要と思われる情

報の提供に努めます。 

健康づくり課 

子育て支援課 

子育て支援サー

ビスの一元的な

情報収集・提供・

利用者への助言 

○子育て支援センターにおいて、子育て

支援サービスの一元的な情報収集・提

供などに努めます。 

子育て支援課 

インターネット

を活用した情報

提供 

○町公式ホームページやＳＮＳ（ソーシ

ャルネットワークサービス）等で子育

て支援情報の周知に努めます。 

子育て支援課 
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⑨ 子育てガイドブックの配布、内容の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育てガイドブ

ックの活用 

○子育てに関する情報を盛り込んだ「寄

居町子育てガイドブック」を作成し、子

育て世代の保護者に配布して、有効活

用に努めます。また、ガイドブックの電

子版の周知に努めます。 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄居町「子育てガイドブック」 
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基本施策（４）共働き・共育ての推進 

夫婦が等しく仕事や家事、育児を役割分担する「共働き・共育て」を推進するため、

育児休業制度の周知を図るとともに、男性の家事・子育ての参画を推進し、楽しく子

育てができる環境づくりを目指します。 

 

［施策］ 

① 育児休業制度の強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

仕事と生活の調

和（ワーク・ライ

フ・バランス）の

普及 

〇町内の企業を対象に育児休業制度のリ

ーフレットを配布する等、仕事と生活

の調和の普及に努めます。 

産業振興 

企業誘致課 

〇妊娠届出時やこんにちは赤ちゃん訪問

時に育児休業制度のリーフレットを配

布する等、子育て家庭の育児支援を推

進します。 

子育て支援課 

 

② 長時間労働の是正や働き方改革の促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

仕事と生活の調

和（ワーク・ライ

フ・バランス）の

普及 

〇妊娠届出時や妊娠８か月面談時に、長

時間労働の是正や働き方改革のリーフ

レットを配布する等、子育て家庭の育

児支援を推進します。 

子育て支援課 

 

③ 男性の家事・子育てへの参画の促進、企業の福利厚生の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て世代の男

性労働者への働

きかけ 

〇町内の企業を対象に、男性の家事・子育

てへの参画の促進、企業の福利厚生の

充実のリーフレットを配布する等、子

育て家庭の男性労働者への働きかけに

努めます。 

産業振興 

企業誘致課 

〇妊娠届出時や妊娠８か月面談時に、男

性の育児・子育てへの参画についてリ

ーフレットを配布する等、子育て家庭

の育児支援を推進します。 

子育て支援課 

 

  



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン              第４章 施策の展開 

80 
 

④ 男性の育児休業が当たり前になる社会の実現 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て世代の男

性労働者への働

きかけ 

〇町内の企業を対象に、男性の育児休業

を促進するリーフレットを配布する

等、子育て家庭の男性労働者への働き

かけに努めます。 

産業振興 

企業誘致課 

〇妊娠届出時や妊娠８か月面談時に、男

性の育児休業を促進するリーフレット

を配布する等、子育て家庭の育児支援

を推進します。 

子育て支援課 

 

⑤ 各種講座等の開催 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

家庭教育学級の

開催 

〇小学校の保護者を対象とした講座を開

催し、保護者の学習機会の創出やネッ

トワークづくりを推進します。 

生涯学習課 

すこやか子育て

講座の開催 

〇小学校ごとに未就学児童の保護者を対

象とした講座を開催し、保護者の学習

機会の創出やネットワークづくりを推

進します。 

生涯学習課 

両親学級（パパマ

マ学級） 

〇パパママ学級は、妊娠・出産・育児に関

する知識の習得及び仲間づくりを目的

として継続的に取り組みます。 

健康づくり課 

子育て支援課 

父親対象講座等

の開催 

〇町立子育て支援センターにおいて父親

等を対象とした子育て講座を開催しま

す。 

○保育所において保育士体験事業を実施

します。 

子育て支援課 
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⑥ 女性の職業生活における活躍の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

女性の職業生活

における活躍の

推進 

〇子育て中でも始められる在宅ワークの

周知を通じ、将来の再就職等に向けた

環境づくりを支援します。 

産業振興 

企業誘致課 

 

⑦ 労働者及び就労希望者への働きかけ 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て世代の就

労支援 

〇セミナーや情報の提供など再就職希望

者に対する支援を促進します。 

産業振興 

企業誘致課 

仕事と生活の調

和（ワーク・ライ

フ・バランス）の

普及 

〇働く場における男女共同参画の推進の

ため、仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）の考え方の普及に取り組

みます。 

産業振興 

企業誘致課 

子育て世代の男

性労働者への働

きかけ 

〇子育て世代を対象とした各種事業を通

して男性の子育て参加へ働きかけるほ

か、日々の育児に役立つパンフレット

を配布し周知を図ります。 

健康づくり課 
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基本施策（５）ひとり親家庭等への支援 

離婚・死別や障害等により、母子家庭、父子家庭等のこどもと保護者を対象に、安

心して子育てができるよう、経済的支援をはじめ各種制度の周知を図り、ひとり親家

庭等の支援を推進します。 

 

［施策］ 

① 児童扶養手当等による経済的支援、各家庭の状況に応じた生活支援、子育て支援、

就労支援等の適切な実施 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

ひとり親家庭等

経済的支援の実

施 

〇離婚や死別、障害等によるひとり親家

庭等の保護者を対象に、児童扶養手当

を支給し、経済的支援を推進します。 

〇関係機関と連携し、円滑な就労につな

げ、経済的自立を支援します。 

〇養育費や生活費等の相談及び情報提供

により、ひとり親家庭等を支援します 

子育て支援課 

 

② こどもに届く生活・学習支援の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こどもの居場所

等支援事業の実

施 

〇つながりの場づくり緊急支援事業や児

童育成支援拠点事業により、こどもの

日常生活や学習支援を実施し、こども

と家庭の支援を推進します。 

子育て支援課 

 

③ プッシュ型による相談支援やワンストップで必要な支援につなげる相談支援体制

の強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 関係機関

体制づくり 

〇こども家庭センターを中心に、困難を

抱えるこどもと家庭の支援策を検討

し、様々な社会資源を活用する等寄り

添った支援を実施します。 

子育て支援課 

 

  



第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン              第４章 施策の展開 

83 
 

④ 安全・安心な親子の交流の推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

〇ひとり親家庭等や離婚を考えている子

育て家庭の相談に応じ、親子の交流を

円滑に進められるよう支援します。 

子育て支援課 

 

⑤ 養育費に関する相談支援や取り決めの促進強化 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 相談支援

の充実 

〇養育費の取り決めや受け取りについ

て、課題解決策を検討し、ひとり親家庭

等のこどもと家庭を支援します。 

子育て支援課 

 

⑥ ひとり親家庭等の福祉の充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

ひとり親家庭等

の福祉の充実 

○県が実施する母子及び寡婦福祉資金制

度やひとり親家庭就学援助制度の普及

に努めます。 

子育て支援課 

 

⑦ 雇用促進及び生活安定の促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

雇用の促進 
〇ひとり親家庭等の就労促進のため、就

業相談等への支援を行います。 

産業振興 

企業誘致課 
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【基本目標４】 「こどもまんなか」やさしさあふれるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策（施策の柱） 施策 

（１）子育てを支援する生活環境 
の整備 

① 道路、交通機関等のバリアフリー化推進 

② 子育てに配慮した住宅の普及促進 

（２）子育て支援のネットワーク 
づくり 

① 子育てグループ活動への支援 

② 地域の子育て支援の輪の構築 

③ 交流・ふれあいの充実 

④ 民間企業への働きかけ 

（３）計画推進・進行管理体制 
の整備 

① 庁内関係部門との連携 

② 施策・事業の進捗状況の確認 

③ 計画の普及と全庁的な取り組みの促進 

（４）関係機関相互の連携促進 

① こども関連組織・団体のネットワーク化促
進 

② 庁内関係部門との連携 
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基本施策（１）子育てを支援する生活環境の整備 

子育てを支援するバリアフリーのまちづくりは、ハード・ソフト両面で検討する必

要があります。子育てを支援する生活環境(子育てバリアフリー環境)の整備と、子育

て家庭のゆとりある住宅取得等を促進します。 

 

［施策］ 

① 道路、交通機関等のバリアフリー化推進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

段差のない歩道

の整備促進 

○妊産婦や乳幼児を連れた方だけでなく

すべての人が、安全に安心して歩ける

歩道の整備に努めます。 

建設課 

都市計画課 

公共交通機関の

バリアフリー化 

〇町内各駅のバリアフリー化について、

鉄道各社が行うバリアフリー化施設整

備に対し、支援します。 

都市計画課 

福祉のまちづく

り条例に基づく

整備の促進 

〇埼玉県が制定している福祉のまちづく

り条例に準拠するまちづくりを進めま

す。 

都市計画課 

 

② 子育てに配慮した住宅の普及促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

良質な住宅の普

及促進 

○子育て世帯や若い世代の住宅取得を支

援します。 都市計画課 

まちなか居住促

進補助金の交付 

○居住誘導区域内で住宅を取得する子育

て世帯を対象に支援します。 
都市計画課 

住宅改修資金補

助制度の推進 

○居住用住宅の改修を行う方を対象に補

助金を交付し、経済的支援を実施しま

す。 

産業振興 

企業誘致課 

エコハウス推進

事業補助金の交

付 

○自宅に「エコハウス事業」を実施する方

を対象に補助金を交付し、子育て家庭

を支援します。 

生活環境 

エコタウン課 
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基本施策（２）子育て支援のネットワークづくり 

地域において. 子育て支援活動を実施している団体が、相互交流を行い、相互の活

動内容や工夫点を学び合い、子育て支援のネットワークを広げることで、安心して子

育てできる環境づくりを目指します。 

 

［施策］ 

① 子育てグループ活動への支援 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育てグループ

活動への支援 

〇地域の子育てに関する相互協力や多世

代交流等、積極的に活動する自主保育

グループを支援し、相互協力を図りま

す。 

子育て支援課 

 

② 地域の子育て支援の輪の構築 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

地域における子

育て支援のネッ

トワーク化 

〇地域子育て支援センターを中心とする

子育て支援のネットワーク化の促進を

図るため、町内の子育て支援センター

と連携した事業の実施に努めます。 

〇赤ちゃんの駅の普及促進やパパ・ママ

応援ショップの情報提供を行い、子育

て家庭を支援します。 

子育て支援課 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業 

○育児支援を受けたい人と育児支援を行

いたい人を会員とする組織により、保

育所への送迎や一時的な預かり等、育

児に関する援助活動を行う事業です。

事業の周知を図り、会員数の増加を図

ります。 

子育て支援課 
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③ 交流・ふれあいの充実 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

子育て支援員の

養成 

○県で開催する子育て支援のリーダーや

サポーターの研修会・講習会に希望者

を募り、子育て支援員の養成に対し支

援します。 

子育て支援課 

地域全体で子育

て家庭を支える

周知の推進 

○地域全体で子育て家庭を支えることが

できるよう、子育てに関する周知を進

めます。 

子育て支援課 

 

④ 民間企業への働きかけ 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

事業主への働き

かけ 

〇より多くの企業が、子育て支援に関す

る取り組みについて、働きかけを行い

ます。また、ノー残業デーの導入拡充等

による所定外労働時間の削減や育児休

暇・休業の促進に関する周知に取り組

みます。 

産業振興 

企業誘致課 

積極的に取り組

む企業の情報提

供の促進 

〇県作成のパンフレットの配布により、

子ども・子育て支援対策に積極的に取

り組んでいる企業の登録制度の周知に

努めます。 

産業振興 

企業誘致課 
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基本施策（３）計画推進・進行管理体制の整備 

本計画を実効性のあるものとするためには、町が中心となり関係団体等と積極的な

連携を図り、本計画に即した推進・支援施策を実施する体制を維持することが必要で

す。 

 

［施策］ 

① 庁内関係部門との連携 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

スマイルプラン

における事業計

画の促進 

〇この計画に基づいて、こどもや家庭を

支援するための各種事業を推進するた

めに、保健・福祉分野の関係部門だけで

なく、教育・環境・まちづくりなど、幅

広い分野における関係部門との連携を

図ります。 

子育て支援課 

 

② 施策・事業の進捗状況の確認 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

計画実施状況確

認及び報告 

〇この計画に基づく施策・事業の進捗状

況について庁内関係部門へ照会し、子

ども・子育て会議において、施策・事業

の評価と推進を図ります。 

子育て支援課 

 

③ 計画の普及と全庁的な取り組みの促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

計画実施状況確

認及び報告 

〇この計画の目標や施策の内容につい

て、広報誌や町公式ホームページ等を

活用して、町民へ情報提供し、子育て支

援施策・事業の普及に努めます。 

子育て支援課 
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基本施策（４）関係機関相互の連携促進 

関係機関が一堂に会し、情報交換を行うとともに、共通の認識に立ってそれぞれの

役割分担を協議する等、各関係機関が連携しながら早期発見並びに効果的な対応を図

ります。 

 

［施策］ 

① こども関連組織・団体のネットワーク化促進 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

こども家庭セン

ター 関係機関

体制づくり 

〇こども食堂等地域福祉ネットワーク協

議会を中心に、こどもの貧困対策や居

場所づくりを推進します。 

子育て支援課 

 

② 庁内関係部門との連携 

 

主な取り組み 取り組みの概要 担当課 

庁内関係部門と

の連携 

〇要保護児童対策地域協議会における関

係機関との連携により、組織的な対応

の強化を図ります。 

〇重層的支援体制に係る関係部門と調整

し、困難な課題を抱える家庭を支援し

ます。 

〇こどもたちや若者等の意見を尊重し、

不登校やひきこもり等困難を抱える家

庭の支援策を検討します。 

子育て支援課 
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【基本目標５】 楽しくみんなで成長できる教育・保育を実現するまち

（子ども・子育て支援事業計画） 

 

 

  

基本施策（施策の柱） 施策 

（１）教育・保育提供地域の設定 ① 教育・保育提供地域の設定 

（２）量の見込みと質の確保 

① 幼稚園（未移行幼稚園、新制度移行済幼稚
園） 

② 上記①のうち、幼稚園における在園児を対
象とした一時預かり（預かり保育） 

③ 保育所等 
（満３歳以上、保育の必要性あり） 
（満３歳未満、保育の必要性あり） 

④ 延長保育事業 
⑤ 放課後児童健全育成事業 
⑥ 地域子育て支援拠点事業 
⑦ 一時預かり保育事業 
⑧ 病児・病後児保育事業 
⑨ ファミリー・サポート・センター事業 
⑩ 妊婦健康診査 
⑪ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃ

ん事業） 
⑫ 養育支援訪問事業・要保護児童の対応 
⑬ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 
⑭ 利用者支援事業（こども家庭センター型） 
⑮ 産後ケア事業 
⑯ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 
⑰ 子育て世帯訪問支援事業〔新規〕 
⑱ 親子関係形成支援事業〔新規〕 
⑲ 児童育成支援拠点事業〔新規〕 
⑳ 妊娠等包括相談支援事業〔新規〕 
㉑ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）〔新規〕 
㉒ 利用者支援事業（基本型） 

（３）成果目標 ① 成果目標 

（４）教育・保育等の円滑な利用及び
質の向上の取り組み 

① 外国につながる幼児への支援・配慮につ
いて 

② 幼児教育・保育等の質の確保及び向上に
ついて 
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基本施策（１）教育・保育提供地域の設定 

① 教育・保育提供地域の設定 

教育・保育サービスの提供区域を全町１区域として設定します。教育・保育提供区

域は、町が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供す

るための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定めます。 

 

基本施策（２）量の見込みと質の確保 

低年齢児保育等の需要への対応及びこどもたちの安全と安心を確保するための施

設の改修・改善を図ります。また、幼稚園、保育所等の教育・保育施設等の充実を図

り、質の高い教育・保育を提供します。 

 

① 幼稚園（未移行幼稚園、新制度移行済幼稚園） 

                                 単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 229 200 200 200 200 200 

確保量 B 280 280 280 280 280 280 

B-A 
（余力） 

51 80 80 80 80 80 

※量の見込みは、町内児童の町内施設及び町外施設の利用人数の合計 

※令和５年度実績は、令和６年３月時点の入所児童数 

 

② 上記①のうち、幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

単位：人 

 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 80 80 80 80 80 80 

確保量 B 80 80 80 80 80 80 

B-A 
（余力） 

0 0 0 0 0 0 

※令和５年度実績は、令和６年３月時点の入所児童数 
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③ 保育所等 

◆満３歳以上、保育の必要性あり◆ 

  保護者の就労などの事由により、保育を必要とする満３歳から小学校就学前まで

の児童を保育する施設です。 

   単位：人 
  令和 5 年度

（実績） 
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

量
の
見
込
み 

量の見込み 

(a+b) A 
574 566 566 566 566 566 

保育所(a) 568 560 560 560 560 560 

企業主導型保育施設

（地域枠）(b) 
6 6 6 6 6 6 

確
保
方
策 

確保量 

(a+b) B 
693 652 652 652 652 652 

保育所(a) 681 640 640 640 640 640 

企業主導型保育施設

（地域枠）(b) 
12 12 12 12 12 12 

B-A 

（余力） 
119 86 86 86 86 86 

※量の見込みは、町内児童の町内施設及び町外施設の利用人数の合計 

※令和５年度実績は、令和６年３月時点の入所児童数  

※令和７年度の事業量は、令和８年４月１日の施設の利用定員 
 

◆満３歳未満、保育の必要性あり◆ 

保護者の就労などの事由により、保育を必要とする０歳から２歳までの児童を保

育する施設です。 

      単位：人 

 令和 5 年度
（実績） 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量
の
見
込
み 

量の見込み 

(a+b+c) A 
51 208 51 234 51 234 51 234 51 234 51 234 

保育所(a) 45 190 42 217 42 217 42 217 42 217 42 217 

特定地域型保育事

業(b) 
6 13 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 

企業主導型保育施

設（地域枠）(c) 
0 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

確
保
方
策 

確保量 

(a+b+c) B 
54 243 51 234 51 234 51 234 51 234 51 234 

保育所(a) 45 225 42 217 42 217 42 217 42 217 42 217 

特定地域型保育事

業(b) 
6 13 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 

企業主導型保育施

設（地域枠）(c) 
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

B-A 

（余力） 
3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

※量の見込みは、町内児童の町内施設及び町外施設の利用人数の合計 

※令和５年度実績は、令和６年３月時点の入所児童数。 
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【教育・保育施設の確保方策の考え方】 

幼稚園及び保育所等の満３歳以上児の利用する幼稚園や保育所施設の確保量は充

足しています。 

保育所等の満３歳未満の低年齢児は、需要が見込まれるため、低年齢児保育施設の

定員を確保し、保育需要に対応していきます。 

 

④ 延長保育事業 

保育認定を受けたこどもについて、１１時間の通常の開所時間外に保育所等の保

育を実施する事業です。                      

単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 130 200 200 200 200 200 

確保量 B 200 200 200 200 200 200 

B-A 

（余力） 
70 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

延長保育事業については、現在、町立保育所２か所、認可保育園５か所、小規模保

育事業所 1か所で１１時間を超える保育を実施しています。引き続き、現在の提供体

制を確保し、保育需要に対応していきます。 

 

⑤ 放課後児童健全育成事業 

  就労等の理由により放課後や長期休暇期間において、保護者が家庭にいない小学

校に就学している児童に対し、施設等を利用して適切に学習や遊び、生活の場を提

供し、健全な育成を図る事業です。 

 

 

放課後児童対策パッケージの目標量等 

これまでの放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施状況を踏まえ、学童保育

事業団体、教育委員会と子育て支援担当課が連携し、放課後児童クラブや放課後子

ども教室の実施について検討します。 
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■放課後児童クラブの年度ごとの量の見込み及び目標整備量      単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 406 540 575 575 575 575 

低学年 258 320 335 335 335 335 

高学年 148 220 240 240 240 240 

確保量 B 435 540 575 575 575 575 

B-A 

（余力） 
29 0 0 0 0 0 

※令和５年度実績は、令和６年３月時点の在籍児童数 

 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

放課後児童クラブの利用状況や地域の実情を踏まえ、現在の提供体制を確保し、必

要に応じて対応を検討していきます。 

 

■一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の達成されるべき目標事業量  

放課後児童クラブの利用状況や地域の実情を踏まえ、教育委員会と子育て支援課で

検討していきます。 

 

■放課後子ども教室の実施の検討 

放課後子ども教室の実施について、放課後クラブの利用状況や地域の実情を踏まえ、

教育委員会と子育て支援課で検討していきます。 

 

■放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の一体的な、又は連携による実施に関する

具体的な方策 

教育委員会と子育て支援課で放課後児童対策パッケージに基づき、運営委員会を設

置し、先進自治体の先例を踏まえ、検討していきます。 

 

■小学校の余裕教室等の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室への活用に関する

具体的な方策 

教育委員会と子育て支援課で放課後児童対策パッケージに基づき、運営委員会を設

置し、検討していきます。 

 

■放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に係る教育委員会と子育て支援課

の具体的な連携に関する方策 

教育委員会と子育て支援課で放課後児童対策パッケージに基づき、運営委員会を設

置し、検討していきます。 
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■特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策 

小・中学校、運営事業者及び関係部門の連絡・連携体制を強化し、対応していきま

す。 

 

■地域の実情に応じた放課後児童クラブの開所時間の延長に係る方策 

現状の運営状況や今後の必要性を踏まえ、実施について検討します。 

 

■各放課後児童クラブが、放課後児童クラブの役割をさらに向上させていくための方

策 

放課後児童クラブの運営や施設管理のほか、職員の研修や処遇改善等について、保

護者会、運営事業者及び町で情報共有や連携を図ります。 

 

■各放課後児童クラブにおける育成支援の内容について、利用者や地域住民への周知

を推進させるための方策 

運営事業者によるリーフレットの配布やガイドブック、町公式ホームページ等で情

報提供し、周知を図ります。 

 

⑥ 地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

単位：上段 人回（年間の延べ利用組数）、下段 か所数 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 
5,456 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

確保量 B 
5,456 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

6,000 

6 

B-A 

（余力） 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

地域子育て支援拠点事業については、現在、町立保育所２か所、認可保育園４か所

で実施しています。引き続き、現在の提供体制を確保するとともに、イベントや教室

を通じて、こどもと子育て家庭を支援します。また、地域子育て相談機関への拡充に

ついて推進します。 
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⑦ 一時預かり保育事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、幼稚園、

保育所等において一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

 

■幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）     

単位：人日（年間の延べ利用人数） 

 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 1,002 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

確保量 B 1,002 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

■幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）以外 

（町立保育所及び認可保育園での一時預かり）   

単位：人日（年間の延べ利用人数） 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 197 250 250 250 250 250 

確保量 B 197 250 250 250 250 250 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

幼稚園における在園児を対象とした一時預かりは、現在、町内の幼稚園や町外の幼

稚園等で実施しています。また、幼稚園在園児以外の一時預かりは、町立保育所２か

所と認可保育園３か所で実施しています。現在の提供体制を確保するとともに、利用

しやすい体制づくりを推進します。 

 

⑧ 病児・病後児保育事業 

病児・病後児保育事業は、病院・保育所等に敷設された専用スペース等において、

看護師等が一時的に保育等を実施する事業です。 

単位：人日（年間の延べ利用人数） 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 36 60 70 80 100 150 

確保量 B 750 750 750 750 750 750 

B-A 

（余力） 
714 690 680 670 650 600 
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【提供体制、確保方策の考え方】 

病児・病後児保育ニーズが高いことから、病後児保育については、施設を確保し、

病後児保育事業を推進していきます。病児保育については、調査・研究を行い、実施

に向けて検討していきます。 

 

⑨ ファミリー・サポート・センター事業  

育児支援を受けたい人と行いたい人を会員とする組織により、保育所への送迎や

一時的な預かり等、育児に関する援助活動を行う事業です。 

単位：人日（年間の延べ利用人数） 

 
令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 436 500 500 500 500 500 

確保量 B 500 500 500 500 500 500 

B-A 

（余力） 
64 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

今後も依頼会員の増加が見込まれることから、提供体制の確保のため、援助会員の

増員と援助活動の質の向上を図るため、援助会員に対する研修の充実に努めます。 

 

⑩ 妊婦健康診査  

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態

の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じ

た医学的検査を実施する事業です。 

単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 1,994 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

確保量 B 1,994 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

※健診数：１人あたり１４回 

 

 

 

 

未就学児 185 200 200 200 200 200 

就学児 251 300 300 300 300 300 
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【提供体制、確保方策の考え方】 

妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図るため、医師等による健康診査を妊娠中に

１４回受診できる健康診査受診票を交付しています。今後も現在の提供体制を確保し、

実施していきます。 

 

⑪ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、乳児の発育状況と産婦の体調

確認や子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。 

単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 150 180 180 180 180 180 

確保量 B 150 180 180 180 180 180 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

助産師や保健師が対象家庭を訪問し、子育てに関する相談を受け、必要な情報提供

を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては、適切なサービスを提案し、子育て家

庭を支援します。今後も現在の提供体制を確保し、実施していきます。 

 

⑫ 養育支援訪問事業・要保護児童の対応 

・養育支援訪問事業 

こんにちは赤ちゃん事業等で把握した養育支援が特に必要な家庭を保健師等専

門職員が訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、児童虐待を未然防

止し、保護者の適切な養育につなげる事業です。 

単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 55 60 60 60 60 60 

確保量 B 55 60 60 60 60 60 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 
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・要保護児童の対応 

児童虐待等により、保護者に監護させることが不適当と認められる場合、児童相

談所の措置により、その家庭に代わり乳児院や児童養護施設等で養育を行います。 

単位：人 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 2 0 0 0 0 0 

確保量 B 2 0 0 0 0 0 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

児童相談所、警察等の関係機関で構成されている要保護児童対策地域協議会等を中

心に情報を共有し、要保護家庭の見守りと情報共有に対応していきます。 

 

⑬ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により、家庭での養育が一時的に困難となった児童や保護

者を対象として、児童養護施設や里親等で短期間の宿泊による支援を実施します。 

単位：人日（年間の延べ利用人数） 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 17 50 50 50 50 50 

確保量 B 17 50 50 50 50 50 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

保護者の子育て不安や負担の解消に向けて、緊急時の児童等の受け入れ体制を確保

し、児童養護施設や里親等の契約施設と連携し、対応していきます。 
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⑭ 利用者支援事業（こども家庭センター型） 

母子保健と児童福祉が連携・協働して、すべての妊婦及びこどもとその家庭等を

対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対

応します。保健師等が相談支援を実施するほか、関係機関と連携し、支援策の検討

及び支援プランの作成により、総合的に支援します。 

単位：か所 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 1 1 1 1 1 1 

確保量 B 1 1 1 1 1 1 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

子育て世代包括支援センターを令和７年４月からこども家庭センターへと拡充

し、利用者支援事業の母子保健型をこども家庭センター型へ移行します。子育て家

庭の状況に応じた相談支援や情報提供を推進します。 

 

⑮ 産後ケア事業 

退院直後からこどもが１歳になるまでの母子を対象に、心身のケアや育児のサ

ポート等を行い、産後うつの予防及び育児に関する助言により、産後も安心して

子育てができるよう支援する事業です。 

単位：利用日数 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 33 50 50 50 50 50 

確保量 B 33 50 50 50 50 50 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 0 

 

⑯ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園等に通園する保護者に対して、世帯所得

の状況等により、保護者が支払うべき給食費（副食費）の助成を行います。 
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⑰ 子育て世帯訪問支援事業〔新規〕 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケア

ラー等がいる家庭を訪問支援員が支援します。家庭が抱える不安や悩みを傾聴す

るとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整

え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ事業です。 

                 単位：人日（年間の延べ利用人数） 
 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 60 60 60 60 60 

確保量 B 60 60 60 60 60 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

家事支援・育児・養育支援等、保護者に寄り添った支援を実施していきます。 

 

⑱ 親子関係形成支援事業〔新規〕 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対

し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況

等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施します。同じ悩みや不安を抱える保

護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等

の支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図る事業です。

実施方法等を検討していきます。 

 

⑲ 児童育成支援拠点事業〔新規〕 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該

児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、

生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行いま

す。児童及びその家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の

個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、

児童の最善の利益の保障と健全な育成を図る事業です。実施方法等を検討してい

きます。 

 

⑳ 妊婦等包括相談支援事業〔新規〕 

妊婦等に対して面談その他の措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、そ

の置かれている環境等の把握を行うほか、母子保健や子育てに関する情報の提供、

相談その他の援助を行う事業です。（令和６年度までは伴走型相談支援事業として

実施） 
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                   単位：年間延べ面談実施回数 
 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み A 480 480 480 480 480 

確保量 B 480 480 480 480 480 

B-A 

（余力） 
0 0 0 0 0 

※A 妊娠届出数 160 件×１組あたり面談回数３回 ※B こども家庭センター305 件＋委託助産師等 175 件 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

妊婦のための支援給付と併せて、妊婦等に対する相談支援事業を実施し、妊娠期

から子育て期までの切れ目のない伴走型支援の充実を図ります。 

 

㉑ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）〔新規〕 

保育所等に入所していない満３歳未満の乳幼児を対象に適切な遊びや生活の場

を与え、乳幼児と保護者を支援する事業です。 

単位：必要定員数 
  令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳児 

量の見込み A 0 7 7 7 7 

確保量 B 0 7 7 7 7 

B-A（余力） 0 0 0 0 0 

1 歳児 

量の見込み A 0 5 5 5 5 

確保量 B 0 14 14 14 14 

B-A（余力） 0 9 9 9 9 

2 歳児 

量の見込み A 0 4 4 4 4 

確保量 B 0 14 14 14 14 

B-A（余力） 0 10 10 10 10 

 

【提供体制、確保方策の考え方】 

事業実施に向け、調査・検討していきます。 

 

㉒ 利用者支援事業（基本型） 

妊産婦や子育て家庭を対象に、教育・保育施設や地域の子育て支援施設の相談や

情報提供、育児相談等必要な支援のほか、関係機関との連絡調整、連携・協働の体

制づくり等を実施する事業です。地域子育て相談機関の実施方法等を検討していき

ます。 
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基本施策（３）成果目標 

① 成果目標 

第３期寄居町子ども・子育てスマイルプランでは、（１）で設定した教育・保育提供

区域ごとに、各年度における（２）の量の見込みに対する確保量を確保するとともに、

主に次の成果目標を掲げ、計画の基本目標を達成するため、事業等を積極的に取り組

んでいきます。 

 

■保育所の待機児童 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

待機児童数 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

■放課後児童クラブの待機児童 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

待機児童数 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

■こども家庭センター（子育て世代包括支援センター）相談件数 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用延べ人数 701 人 730 人 745 人 760 人 785 人 800 人 

 

■病児・病後児保育 
 令和 5 年度

（実績） 
令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

施設数 １カ所 １カ所 １カ所 １カ所 １カ所 １カ所 

利用者数（年
間延べ人数） 

36 人 60 人 70 人 80 人 100 人 150 人 
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基本施策（４）教育・保育等の円滑な利用及び質の向上の取り組み 

① 外国につながる幼児への支援・配慮について 

国際化の進展に伴い、外国につながる幼児の増加が見込まれるため、教育・保育施

設や子育て支援施設の利用希望や子育て支援情報の提供を翻訳機器等を活用し、父母

等を支援します。 

 

② 幼児教育・保育等の質の確保及び向上について 

幼児教育・保育の質の確保及び向上の取り組みは、重要な推進方策であることから、

次の事項について調査・研究を進めていきます。 

 

・幼稚園・保育所・認定こども園と小学校等との連携の推進 

・幼稚園教諭・保育士・保育教諭等の研修及び資質向上 

・キャリアパスの構築、処遇改善や労働環境の配慮 

・教育・保育施設等の指導監督・評価の実施 

・教育・保育施設における自己評価・第三者評価等による運営改善 

・幼児教育アドバイザーの育成・配置 
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資料編 

１ 寄居町子ども・子育て会議条例 

 

平成２６年３月２０日 

条例第 1号 

（設置） 

第 1条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７

２条第 1項の規定に基づき、寄居町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７２条第 1項各号に掲げる事務を処理するもの

とする。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長として、各 1人を置き、委員の互選に

よりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長

がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（関係者の出席等） 
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第７条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の関係者に対し、資料の提出を求めること

ができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

（庶務） 

第９条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事

項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２６年４月 1日から施行する。 

附則（令和５年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 寄居町子ども・子育て会議委員名簿（令和６年度） 

 区分 推薦団体名 

１ 

子
ど
も
の
保
護
者 

寄居町ＰＴＡ連合会 会長 

２ 保育所保護者 代表 

３ 保育所保護者 代表 

４ 
放課後児童クラブ 

利用者 代表 

５ 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す

る
事
業
に
従
事
す
る
者 

寄居町民間保育園連絡会 代表 

６ 私立幼稚園 理事長 

７ 放課後児童クラブ 会長 

８ 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
し

学
識
経
験
を
有
す
る
者 

寄居町小・中学校長会 代表 

９ 埼玉県熊谷児童相談所 所長 

１０ 
一般社団法人 

深谷寄居医師会 寄居地区 医師 

１１ 

町
長
が
必
要

と
認
め
る
者 

民生委員・児童委員協議会  

主任児童委員 
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３ 寄居町子ども・子育てスマイルプラン策定庁内検討委員会設置要綱 

制定 令和６年５月１５日 

訓令第９号 

 

 （設置） 

第１条 こども基本法（令和４年法律第７７号）第１０条第２項に規定するこども

施策についての計画及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６

１条第１項に規定する市町村子ども・子育て支援計画を総合的に定める計画（以

下「子ども・子育てスマイルプラン」という。）を策定するに当たり、庁内の関係

部署の職員により必要な事項を検討するため、寄居町子ども・子育てスマイルプ

ラン策定庁内検討委員会（以下「庁内検討委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 庁内検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 ⑴ 子ども・子育てスマイルプランの策定に関すること。 

 ⑵ 庁内との連絡調整に関すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、子ども・子育てスマイルプランの策定に必要な

事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 庁内検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、子ども・子育てスマイルプランの策定が完了するまでとす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 庁内検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、子育て支援主管課長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 庁内検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員は、前項の会議に出席できないときは、その指名する者を代理で出席させ

ることができる。 

 （関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の関係者を出席させることができ

る。 
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 （庶務） 

第８条 庁内検討委員会の庶務は、子育て支援主管課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、庁内検討委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

 

 附 則（令和６年訓令第２０号） 

 （施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

 （寄居町子ども・子育て支援事業庁内検討委員会設置要領の廃止） 

２ 寄居町子ども・子育て支援事業庁内検討委員会設置要領（平成２６年寄居町訓

令第３号）は、廃止する。 

（この訓令の失効） 

３ この訓令は、子ども・子育てスマイルプランが策定された日に、その効力を失

う。 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 

職名 

副町長 

総務課長 

総合政策課長 

財務課長 

子育て支援課長 

福祉課長 

健康づくり課長 

人権推進課長 

生活環境エコタウン課長 

産業振興企業誘致課長 

都市計画課長 

教育総務課長 

教育指導課長 

生涯学習課長 
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４ 計画策定の経過 

年月日 事項 

令和６年 

３月４日～３月１９日 

寄居町子ども・子育て支援に関するニーズ調査の実施 

（就学前児童保護者、就学児童保護者、中学生～２０歳、

中学生保護者に対する調査） 

８月２７日 

第１回寄居町子ども・子育てスマイルプラン策定庁内検

討委員会 

【議事】 

・次期寄居町子ども・子育てスマイルプラン(案)につい

て 

・寄居町子ども・子育てスマイルプランの策定調書につ

いて 他 

９月２６日 

第 1回寄居町子ども・子育て会議 

【議事】 

・第２期寄居町子ども・子育てスマイルプラン事業進捗

状況について 

・第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン計画策定

について 

・保育所利用定員の変更について 他 

１１月２２日 

（書面会議） 

第２回寄居町子ども・子育てスマイルプラン策定庁内検

討委員会 

【議事】 

・資料の内容確認 

１２月 ２日 
町議会へ第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン

（案）の説明 

１２月２０日 
町議会から第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン

（案）の意見聴取 

令和６年１２月１２日 

～令和７年１月１１日 
パブリック・コメントの実施 

令和７年 

１月３０日 

第２回寄居町子ども・子育て会議 

【議事】 

・第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン(案)につ

いて 他 

２月１４日 

第３回寄居町子ども・子育てスマイルプラン策定庁内検

討委員会 

【議事】 

・第３期寄居町子ども・子育てスマイルプラン(案)につ

いて 他 
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〔本町のこども施策に関する計画の経緯〕 

年月 事項 

平成１７年３月 寄居町次世代育成支援対策行動計画（前期実施計画） 

平成２２年３月 寄居町次世代育成支援対策行動計画（後期実施計画） 

平成２７年３月 

寄居町子ども子育てスマイルプラン 

（寄居町次世代育成支援対策行動計画・寄居町子ども・子

育て支援事業計画） 

令和 ２年３月 

第２期寄居町子ども子育てスマイルプラン 

（寄居町次世代育成支援対策行動計画・寄居町子ども・子

育て支援事業計画） 

令和 ７年３月 

第３期寄居町子ども子育てスマイルプラン 

（寄居町次世代育成支援対策行動計画・寄居町子ども・子

育て支援事業計画・寄居町こども計画・寄居町こども・若者

計画・寄居町子どもの貧困対策に関する計画等） 
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